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独立行政法人統計センターの業務の実績に関する項目別評価調書（案） 
中期計画の該当項目 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 業務運営の高度化・効率化に関する事項 

■中期計画の記載事項 

(１) 能力、技術、調査別・工程別投入量、コスト構造等を分析し、当該分析結果を年度計画における目標に反映する等のＰＤＣＡサイクルの有効な活用により、計画
的に業務運営の高度化・効率化を推進する。 

(２) 「独立行政法人統計センターにおける業務・システム最適化計画」の実施等により、業務経費及び一般管理費（運営費交付金の総額から退職手当を含む人件費及
び周期統計調査に係る経費を除いたもの）について、新規追加、拡充部分を除き、期末年度（平成24年度）までに、前期末年度（平成19年度）の該当経費相当に対
する割合を85％以下とする。 

(３) 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）及び「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18
年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の定員の純減に準じた人員の削減の取組を行い、平成23年度末の常勤役職員数を平成17年度末の常勤役職員数（912人）
の92.6％以下にするとともに、業務量及びコストの分析を踏まえ、期末（平成24年度末）の常勤役職員数を前期末（平成19年度末）の94％以下とする。 

(４) 役職員の給与について現状の給与水準が適切かどうか検証を行い、これを踏まえた適正化に取り組むとともに、検証結果及び取組状況について公表する。 
(５) 大規模周期調査の符号格付業務について民間開放等を積極的に推進する。特に、平成21年全国消費実態調査について民間開放を推進するとともに、同調査の民間

開放の実施状況等も踏まえ、平成22年国勢調査における符号格付業務について、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることについての具体的検討を行う。 
(６) 符号格付、データエディティング、結果表審査等の業務について、情報通信技術を積極的に導入・活用することにより、生産性を向上させ、業務運営の高度化・

効率化を図る。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

(１) 計画的な業務運営の高
度化・効率化に向けた取
組 

・   ＡＢＣ／ＡＢＭを基礎とした業務マネジメントを 

推進するほか、バリューチェーンを形成する統

計作成の全プロセスについて、引き続き総合的

な品質管理の堅牢化及びＰＤＣＡの可視化を行

い、効率化の推進を図る。 

 

常勤職員数及び人件費その他経常的な事業経費について、毎年度、その削減を図る一方で、
高品質な公的統計の安定的作成・提供を堅持するため、ＩＣＴによる業務刷新や外部リソー
スの活用を図るほか、ＡＢＣ／ＡＢＭを基礎とした業務マネジメントと各部門間の品質管理
を連携・連結させるＴＱＣを実施し、ＰＤＣＡサイクルに基づく成果志向の業務運営に取り
組んでいる。 
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平成23年度における事業への要員投入量（実績）は、常勤職員のほか、再任用職員及び非
常勤職員を加えた282,140人日で、前年度に比べ4.4％の増加、計画と比べ1.1％の増加とな
った。 
人件費（退職手当を除く。）は6,539百万円で、職員が対応する業務量の増加に伴って、要

員投入量が前年度に比べて増加したため、人件費の対前年度増加率は1.7％増となった。他
方で、要員投入については、投入する要員の雇用形態を工夫することにより、人件費の増加
幅は、要員投入量（4.4％増）と比べて2.7ポイント低く抑えることができた。計画と比べる
と3.1％の減尐となった。 
人件費に物件費を加えた場合の経費総額は8,517百万円で、前年度に比べ0.9％の増加、計

画と比べ7.4％の減尐となった。 

 （東日本大震災に係る対応） 東日本大震災発直後から、統計センターは、各府省における被災地域の状況把握、復興支

援に資するための、様々な統計調査の緊急的な製表に、柔軟、迅速に対応した。対応に当た

っては、製表スケジュールの見直し、製表要員の体制を臨時的に見直す等、委託元の要望を

満たせるよう、取り組んだ。各調査における対応状況の詳細は、第２の１ 国勢調査その他

国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項、２ 受託製表に関する事項を参照。 

また、震災直後から、国民に対し、政府統計共同利用システムの e-Stat を通じて、各府

省が実施する統計調査の震災による影響等の情報について、一元的な提供を開始した。詳細

は第２の３の（１）政府統計共同利用システムの運用管理を参照。 

その他、今後、大規模な自然災害等が発生した際、統計センターが業務を継続していくた

めの様々な対策に取り組んでいる。詳細は第６の３の（３）危機管理の徹底を参照。 
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 （独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方
針に係る対応） 

平成22年12月７日に閣議決定された「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に
おいて、法人ごとに年限等を付して講ずべき措置が示された。統計センターは、以下の示さ
れた措置事項について、遅延等発生させることなく取り組んでいる。 
 

統計センターに示された措置事項及び対応状況【事務事業の見直し関連】 

事務・事業 
講ずべき

措置 
実施時期 具体的内容 措置状況 対応状況等参照先 

製表事業 

経 常 統 計

調 査 等 に

係 る 経 費

の縮減 

23年度中

に実施 

平成23年度の経常統計調査等に

掛かる経費について、平成22年

度と比較して20％縮減する。 

期限まで

に実施済

み 
第１の１の(２)業務

経費及び一般管理費

の削減 
一 般 管 理

費の縮減 

23年度中

に実施 

平成23年度の一般管理費につい

て、平成22年度と比較して20％

縮減する。 

期限まで

に実施済

み 

研 究 の 重

点化 

22年度か

ら実施 

コンピュータ利用による統計業

務の効率化のための研究（符号

格付業務の自動化の研究及び未

回答事項の機械的な補完方法の

研究）に重点化し、オートコー

ディングシステムの実用化に向

けた技術の研究・開発について

は、早期に実用化を図る。 

実施中 

・第１の１の（６）情

報通信技術を活用

した業務運営の高

度化・効率化 

・第２の４の（１）オ

ートコーディング

システムの研究、

（２）データエディ

ティングに関する

研究 

政府統計

共同利用

システム

事業 

効率的・効

果 的 な 運

用 

22年度か

ら実施 

統計利用に係るワンストップサ

ービスの実現、統計調査のオン

ライン化の推進等、システムの

効率的・効果的な運用に努める。 

実施中 
第２の３の（１）政府

統計共同利用システ

ムの運用管理 
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  統計センターに示された措置事項及び対応状況【資産・運営等の見直し関係】 

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 
措置状

況 
対応状況等参照先 

取引関係

の見直し 

一者応札・一

者応募の改

善 

22年度か

ら実施 

随意契約等見直し計画に沿っ

て、一者応札・一者応募の改

善に努める。 

実施中 
第１の３ 随意契約の

見直しに関する事項 

業務運営

の効率化

等 

自己収入の

拡大 

22年度か

ら実施 

オーダーメード集計、匿名デ

ータの提供による公的統計の

二次利用拡大等に取り組み、

自己収入の計画的な拡大に努

める。 

実施中 

・第２の２の（３）一

般からの委託に応じ

た統計の作成等（オ

ーダーメード集計） 

・第２の３の（３）匿

名データの作成及び

提供、（４）統計デー

タアーカイブの運営 

 
 

(２) 業務経費及び一般管理
費の削減 

・ 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基
本方針」（平成22年12月7日閣議決定）に基づ
き、当該経費については対前年度予算額比
20％以上（約2．6億円）の削減を図る。 
 その手段として、一般競争入札への参加
者拡大による競争性の確保、物品管理シス
テムによる適正な在庫管理・配布等に努め
るほか、本庁舎に入居する行政機関等と連
携を図り、共通的に使用される物品につい
ては可能な限り共同調達を推進する。 
 

経常統計調査等に係る業務経費及び一般管理費の第２期中期目標期間（24年度末まで）に
おける削減目標（平成19年度に対し15％以上、金額では約2.1億円以上の削減）については、
平成22年度に達成（30.6％減）している。 
なお、平成23年度においては、更なる削減を図り、平成19年度に対し33.4％（約4.7億円）

の削減となっている。 
また、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）に

おいては、経常統計調査等に係る業務経費及び一般管理費を平成22年度と比較して20％削減
することとされていることから、「独立行政法人統計センターにおける業務・システム最適
化計画」（以下「最適化計画」という。）の確実な実施（ホストコンピュータのサーバ化）と
関連経費の見直し、競争入札活用、共同調達の実施、事務消耗品等の庁用品の更なる見直し
を行うことによるコスト削減で、平成22年度予算額12.9億円に対して23年度予算額10.3億円
とし、2.6億円（20.2％）の削減を図っている。 

  平成19年10月に策定した最適化計画に基づき、22年度までに、対象システムの切替えをす
べて完了させ、ハードウェアの統一化、コスト削減、省スペース化、製表業務担当職員の利
便性向上、ＰＣの運用管理作業の省力化を実現し、23年度は、実現した環境の維持に努めた。
この結果、平成23年度は、効果比較年度の18年度に比べて約６億３千万円の経費削減となっ
た。 
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   庁舎維持管理運営業務について、総務省第２庁舎及び中央合同庁舎第２号館に入居する行
政機関等と連携の下、共同調達を実施し、調達事務の効率化及び経済性の向上に努めるとと
もに、定期刊行物等の購入数量等の見直しを行い、経費の削減を図った。 
また、随意契約の適正性や一者応札の改善など、調達案件の見直しを図るとともに、その

フォローアップを行い、経費の合理化を推進した。 
なお、公益法人等への会費の支出については、これまでも真に必要なもののみとしている

が、次年度以降も引き続き、適正な支出に努める。 

(３) 国家公務員の定員の純
減に準じた人員の削減 

・ 平成23年度末の常勤役職員数を17年度末の
常勤役職員数の92.6％以下とする計画を達
成するため、業務の効率化等により、17年度
末の常勤役職員数912人に対し、23年度末ま
でに68人以上を削減し、844人以下とする。
なお、常勤職員数については、欠員補充を可
能な限り抑制しつつ、計画削減の加速化・前
倒しを実現する取組を進める。 

業務の効率化により削減の前倒しを進め、年度末の常勤役職員数は818人（年度目標844人）
となり、平成23年度末の常勤役職員数を17年度末の常勤役職員数（912人）の92.6％（844人）
以下にする目標を達成した。 

(４) 役職員給与の見直し ・ 役職員の給与については、国家公務員の給
与に準じて必要な見直しを進めるとともに、
国家公務員の給与水準との比較結果をホー
ムページで公表する。 

 

役職員の給与水準について、国家公務員の給与水準との比較などにより検証し、当該検証
結果等についてホームページで公表した。 
なお、「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準（平成22年度）」における統計

センターの対国家公務員指数は95.4（地域勘案84.3）、対他法人指数は90.5となった（平成
21年度はそれぞれ、94.4、83.6、89.1）。 
対国家公務員指数が、」前年度より１ポイント上昇している要因は、統計センターは特定

独立行政法人であることから、給与規程は国の「一般職の職員の給与に関する法律」に準拠
しており、統計センターの所在を国の基準に当てはめて地域手当を支給しているところであ
るが、平成22年度においては、その支給割合を国と同様に１％引き上げたため、全国平均と
比較して統計センターの給与水準が上がることとなった。 

また、統計センターは、定員の削減と、国勢調査や経済センサスにおける地方業務の統計

センターへの移管、政府統計共同利用システムの運用管理、二次利用の対応等による業務量

増加への対応を両立させるため、飛躍的な生産性の向上が喫緊に求められており、大規模な

民間委託の開始、情報通信技術の積極的な導入など、急速に業務改革を進めているところで

ある。これに伴い職員対応の業務は、発注の立案、業者管理・指導、検査などの管理的業務

のウェイトが高まるとともに、職員一人当たりの責任を持つ業務量が急速に大きくなるな

ど、職員一人の責務は毎年拡大している。 

この業務の変化に併せて、業務管理体制の強化を図る観点から、職員に対し職責に応じた

役職の発令を行い、それに応じた給与の支給を行っているため、給与水準が上昇している。 
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(５) 製表業務の民間開放に
向けた取組 

・ 平成22年国勢調査の受付整理、ＯＣＲ入力、
文字入力及び符号格付業務について、民間事
業者の活用を着実に実施する。 

・ 平成23年社会生活基本調査の受付整理、Ｏ
ＣＲ入力及び文字入力業務について、民間事
業者の活用を着実に実施する。 

・ 平成24年経済センサス‐活動調査の受付整
理、スキャニング、データ入力及び符号格付
け業務について、民間事業者の活用を着実に
実施するための準備を進める。 

・ また、民間開放に当たっては、「独立行政
法人統計センター情報セキュリティポリシ
ー」に基づき、民間事業者における情報セキ
ュリティ対策・危機管理体制等の確保を図
る。 

製表業務については、以下のとおり、従前から実施しているデータ入力事務に加え、大規
模周期調査における調査票の受付整理事務について民間事業者を活用するとともに、符号格
付事務についても順次民間事業者の活用を進めている。民間事業者の活用に当たっては、指
導・検査を充実させた上、情報セキュリティ対策・危機管理体制の確保に万全を期している。 

平成22年国勢調査では、調査票等の受付整理事務、ＯＣＲ入力事務、国籍コードの格付事

務、未翻訳調査票の翻訳事務、産業大分類符号格付事務、抽出詳細集計文字入力事務及び職

業大分類符号格付事務について、民間委託を実施した。 

調査票等の受付整理事務については、総務省第二庁舎敷地内に設置した仮設建物内で、平

成22年12月から23年５月まで、大きな支障はなく、スケジュールどおり実施された。 

ＯＣＲ入力事務については、平成22年12月のＯＣＲ本格運用開始後、想定以上の消しゴム

のカス等に起因するＯＣＲの障害が多発し、ＯＣＲ運用停止による業務遅延が生じたもの

の、休日出勤対応も含めた入力スケジュールの見直しを行い、当初の予定どおり23年６月に

完了した。 

産業大分類符号格付事務については、民間事業者の適正な業務履行の可否を判断するた

め、事前テスト（入札参加資格審査）を実施した。また、委託の開始に当たり、業務説明会

を実施するとともに、履行施設に赴き実地指導を行い、格付精度の維持・向上、情報セキュ

リティ対策に万全を期した。さらに、符号格付されたものについては検査を行い、誤り率は

1.23％（合格基準2.64％以下）で、合格基準を満たすものであった。 

職業大分類符号格付事務についても、産業大分類符号格付事務と同様に、民間事業者の適

正な業務履行の可否を判断するため、事前テスト（入札参加資格審査）を実施した。また、

委託の開始に当たり、業務説明会を実施するとともに、履行施設に赴き実地指導を行い、格

付精度の維持・向上、情報セキュリティ対策に万全を期して、民間委託を実施している。 

平成23年社会生活基本調査では、調査票等の受付整理事務、ＯＣＲ入力事務及び生活時間

行動分類符号のオートコーディングに用いる文字入力事務について、民間委託を実施した。 

文字入力されたものについては検査を行い、その結果、平均誤り率は0.02％（合格基準

0.04％未満）で合格基準を満たすものであった。 

また、他の事務も含めて、大きな支障はなく、スケジュールどおり実施された。 

平成24年経済センサス‐活動調査では、調査員調査に係る調査票等の受付整理事務、調査

票及び事業所名簿のスキャニングによる画像データの作成並びにデータ入力事務について、

民間に委託する準備を進めた。 

また、オートコーディングできなかった産業分類符号の格付事務について、民間に委託す

る準備を進めた。 
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(６) 情報通信技術を活用し
た業務運営の高度化・効
率化 

・ ① 平成22年国勢調査の前住地及び従業
地・通学地の市区町村コード格付は、平成
22年度に引き続きオートコーディングを適
用し、業務の効率化を図る。その適用に当
たっては、格付率の目標を85％とする。ま
た、産業分類及び職業分類の符号格付に当
たっては、一部データについてオートコー
ディングを適用し、業務の効率化を図る。
その適用に当たっては、格付率の目標を
40％とする。 

・ ② 平成23年社会生活基本調査の生活時間
行動分類の符号格付について、オートコー
ディングを適用し、業務の効率化を図る。
その適用に当たっては、必要なシステムの
改善を図り、格付率の目標を60％とする。 

・ ③平成24年経済センサス‐活動調査の産業
分類の符号格付について、オートコーディン
グを適用するためのシステム構築を行う。 

① 平成22年国勢調査におけるオートコーディングの導入 

前住地及び従業地・通学地の市区町村コードのオートコーディングの格付率は、目標値と

して設定した85％を下回る74.9％となった。目標値を下回った要因として、調査票の記入の

悪化とともに、ＯＣＲ機の読取り能力の限界による認識用イメージの汚れの発生や、漢字認

識プログラムにおける文字の切り出し処理の不具合が考えられる。そこで、平成25年住宅・

土地統計調査への導入に向けて、ＯＣＲ機の検証を行い、読取速度を下げることで認識用イ

メージ品質の安定を図るとともに、漢字認識プログラムにおいて漢字の文字数チェックを追

加する改善を行った。 

なお、正解率については、目標値の99％を達成し、オートコーディングの導入によって、

要員投入量にして12,872人日分の削減効果（推定）があった。 

また、産業等基本集計における一部データの産業分類の大分類符号格付に、オートコーデ

ィングシステムを適用した。格付率は、目標値として設定した40％を上回る59.5％を達成し

た。正解率についても、目標値の99％を達成し、オートコーディング導入によって、要員投

入量にして326人日分の削減効果（推定）があった。 

職業等基本集計における一部データの職業分類の大分類符号格付に、オートコーディング

システムを適用した。格付率は、目標値として設定した40％を上回る63.5％を達成した。正

解率についても、目標値の99％を達成し、オートコーディング導入によって、要員投入量に

して364人日分の削減効果（推定）があった。 

さらに、抽出詳細集計における産業分類及び職業分類の小分類符号格付への適用に向け、

目標を格付率40％及び正解率97％と設定し、オートコーディングに係る各種の整備を行っ

た。 

 

  

② 平成23年社会生活基本調査におけるオートコーディングの適用 

生活時間行動分類符号格付のオートコーディングを平成24年３月に適用を開始し、その格
付率は、目標値として設定した60％を上回る74％を達成している。 
 

  

③ 平成24年経済センサス‐活動調査におけるオートコーディング導入に向けての準備 
産業分類符号格付のオートコーディングシステムによる格付が、格付率55％以上、正解率

97％以上となるよう、学習用データの整備を行った。 
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④ 常用ＯＣＲ機の導入に向けた仕様検討プロジェクト 

平成22年国勢調査を契機として導入したＯＣＲ機は、様々な障害が発生し、業務遅延が生

じたことを踏まえ、次回のＯＣＲ機の導入に向けて仕様検討等を行うための「常用ＯＣＲ機

の導入に向けた仕様検討プロジェクト」を設置し、23年７月から24年３月まで11回開催した。 

このプロジェクトでは、現行ＯＣＲ機の問題点を踏まえた要因分析を行い、仕様書に記載

する機器の調達条件や要求性能などについて修正事項や新規追加事項を検討し、次回のＯＣ

Ｒ機導入の仕様書に盛り込む事項を作成した。 

また、危機管理の観点から、障害を直ちに発見できるような検査体制の構築や、機器等の

設定・調整を行う準備期間を充分確保するための導入スケジュールの変更などについて提言

を行った。 

 

当該業務に係る事業費用 241,399千円 当該業務に従事する職員数 815人の内数 

■当該項目の評価  

【評価結果の説明】  
「必要性」： 
「効率性」：  
「有効性」：  
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中期計画の該当項目 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 効率的な人員の活用に関する事項 

■中期計画の記載事項 

(１) 効率的な製表業務の推進に必要な高度な技術の継承・発展を図るため、研修等により職員の能力開発を行うとともに、必要に応じ、研修体系の見直しを図る。 
(２) 業務の性格に応じた機能的な組織体制の整備や人員の重点的配置を行うことにより能率的な業務運営を確保するとともに、総務部門、管理・企画部門については、

業務内容及び業務体制の見直しを行い、組織のスリム化を推進する。  
また、製表部門については、民間開放や非常勤職員・派遣職員等の積極的活用、業務の集約、意思決定の簡素化等の業務プロセスの見直し等により効率化を図る

とともに、職員を新たな業務も含めた中核的業務に重点配置する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

(１) 職員の能力開発  人事評価制度と研修制度の関係を強化
し、職員個々の能力開発への自立的・計画
的な啓発意識を醸成する研修体系とする。 
 職員の専門的能力の向上を図るため、外
部機関で実施する研修も積極的に活用す
る。 

また、内部で実施する研修は、ｅラーニ
ングを積極的に活用し、研修の充実とその
効果的実施を図る。 

なお、研修を受講した職員に対して、研
修内容に関するアンケートを実施し、85％
以上の者から研修成果があったとの評価を
得る。 

 

人事評価制度と研修制度の関係を強化し、職員の能力開発への自立的・計画的な啓発意識

を醸成するため、内部で行う啓発研修を順序立て体系的に受講する仕組みに改め、より体系

立った知識が身に付くよう、整備・見直しを図った。eラーニングについては、新規採用職員

研修における人事評価制度研修、係長等研修におけるコンプライアンス研修、管理職等研修

におけるコンプライアンス研修に活用した。 

また、各省等が実施する研修会、セミナー等の外部で行われる研修を積極的に活用した。

平成23年度は、内部研修に延べ1,075人、外部研修等に延べ354人、合計延べ1,429人が受講し

た。 

また、各課室等において、独自に実施する業務研修については、延べ3,529人が受講した(職

員一人当たり４回に相当)。 

なお、研修の成果を測るため、内部研修を受講した職員を対象に研修内容等に関するアン

ケートを実施した結果、「大変有意義だった」・「有意義だった」と回答した者の割合は約94％

と、目標である85％以上に達している。 
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(２) 能率的な業務運営の確
保 

 業務の性格に応じた機能的な組織体制の

整備や人員の重点的配置を行う。 

 また、平成22年国勢調査及び平成24年経

済センサス－活動調査については、機能的

な組織体制の整備等を図ることにより、能

率的な業務運営を行う。 

機動的・重点的な業務運営の観点から、業務量に合わせた業務体制及び組織の見直しを行

い、体制を整備した。 

平成23年度の体制整備の主なものとして、他機関における統計作成の支援を任務とする製

表グループ受託製表室及び情報管理課統計データ高度利用推進室について、両室機能相互の

業務連携を密にし、統計センターにおける他機関支援機能の強化を図るため、両室を統廃合

した統計作成支援課を新たに製表部に設置し、外部からの窓口を一本化するとともに、自律

的で効率的な組織運営を行う体制を整備した。また、経済センサスの製表等の業務遂行を統

括し、その円滑な実施及び関係組織の密接な連携を推進するため、製表部管理企画課内に経

済センサス業務推進室を設置した。 

 

当該業務に係る事業費用 10,623千円 当該業務に従事する職員数 815人の内数 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
３ 業務・システムの最適化に関する事項 

■中期計画の記載事項 

「独立行政法人統計センターにおける業務・システム最適化計画」を着実に推進する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 ・ ホストコンピュータのダウンサイジング、
サーバ資源の有効活用、共用ＰＣの削減、
プリンタ等周辺機器の統合。 

・ 最適化基準年の平成 18年度（約 10.6億円）
に比べて、最終年度である 23 年度（約 6.7
億円）には年間約 3.9 億円（36.8％）のコ
スト削減。 

統計センターでは、業務運営の一層の効率化を行いつつ、新たな役割を積極的に担うため

のハードウェア資源の整備を眼目として、平成19年10月に「独立行政法人統計センターにお

ける業務・システム最適化計画」（以下「最適化計画」という。）を策定した。 

最適化計画では、平成18年度を最適化基準年とし、平成18年度から19年度までを最適化準

備期間、平成20年度から23年度を最適化期間と設定している。このため、平成23年度が最適

化計画の最終年度となることから、その達成状況等について整理を行った。 

 

○最適化計画の達成状況等 

区 分 内       容 

実施目標 

・ホストコンピュータのダウンサイジング、サーバ資源の有効活用、共 

用ＰＣの削減、プリンタ等周辺機器の統合。 

・最適化基準年の平成18年度（約10.6億円）に比べて、最終年度である 

23年度（約6.7億円）には年間約3.9億円（36.8％）のコスト削減。 

実施状況 

・国勢調査用と経常調査用の２台のホストコンピュータを、順次ダウン 

サイジングを実施し、クライアント／サーバシステム（以下「Ｃ／Ｓ」 

という。）へ移行。 

・サーバ仮想化技術によりサーバ台数を集約し、サーバ84台を61台に削 

減。 

・従来は、製表業務用の個人ＰＣには、個人情報等のセキュリティ確保 

の観点からインターネット接続を制限し、インターネット接続された 

共用ＰＣを配備していたが、ＰＣ仮想化技術によりセキュリティを確 

保しつつ個人用ＰＣからのインターネット接続が可能となり、共用Ｐ 

Ｃ156台を81台に削減。 
・プリンタ80台及びコピー機30台を、複合機38台及びプリンタ20台に移行。 
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最適化計画によって実現した統計センターＬＡＮ（国勢調査用クライアントサーバシステ

ムを含む）については、その環境を維持しつつ運用管理を行っている。 

平成23年度の運用状況については、問合せ対応は1,250件（うちハードウェア332件、ソフ

トウェア918件）、システム障害は98件発生しており、そのうち、製表業務が５分以上停止し

た障害は13件発生であった。また、ソフトウェアの移設・データ修復等の申請に基づく対応

は688件、人事異動に伴うＰＣの設定変更等の対応は581件であった。 

統計センターＬＡＮシステムでは、夜間や休日に修正プログラムの適用等の保守作業を行い、
障害発生を未然に防ぐための措置を実施している。また、主な障害原因は機器の故障である
が、主要な機器は冗長化されていることから、大半の障害については業務への影響は発生し
なかった。 
製表業務が５分以上停止した障害に対しては、ネットワーク機器の負荷分散や復旧手順書

の整備等を行うことにより、障害の再発防止及び復旧時間を短縮するよう対策を行った。 

実施効果等 
（続き） 

・目標の年間約3.9億円（36.8％）に対して、年間約6.3億円（同59.6％） 

と、目標の1.6倍も上回るコスト削減を達成。 

・ホストコンピュータの随意契約方式から、オープン系技術であるＣ／ 

Ｓに移行により、一般競争入札方式による調達が可能。より一層の調 

達手続きの透明性を確保するとともに、幅広い事業者に対して参入機 

会を提供。 

・Ｃ／Ｓ移行は、システム開発及び運用における使用技術をオープン系 

技術のみに統一でき、人材育成の効率化や人材配置の柔軟性の実現、 

外部リソースの活用が可能。 

・ＰＣ仮想化技術により、個人用ＰＣからインターネット閲覧が可能と 

なり、製表業務における符号格付時の内容確認のためのインターネッ 

ト検索が容易にできることから、利便性及び業務能率の向上。 

・ＰＣの台数削減により運用管理作業や設定変更等の管理作業等の省力 

化にも寄与。 

・プリンタ等周辺機器の統合のための複合機の導入により、事務室の省 

スペース化、機器管理等の省力化に寄与。 

今後の取組 

・最適化計画によって実現した環境を維持するとともに、統計センターＬＡ 

 Ｎシステムについての現状把握を行い、課題を整理し、それを踏まえた上 

で、次期統計センターＬＡＮの構築に向けた検討を、平成23年度より開始。 
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当該業務に係る事業費用 411,617千円 当該業務に従事する職員数 815人の内数 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
３ 随意契約の見直しに関する事項 

■中期計画の記載事項 

(１) 「公共調達の適正化」（平成18年８月25日財計第2017号）を踏まえ、及び「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）に基づき、独立行政法人
統計センターが策定した「随意契約見直し計画」を着実に実施し、契約内容の公開及び随意契約の見直しの徹底を図り、業務運営の一層の透明性の確保と効率化を
図るとともに、毎年度その取組状況について公表する。 

(２) 監事による監査において、入札・契約の内容についてチェックを受ける。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

(１) 随意契約の見直し等 ①随意契約の見直し 
「公共調達の適正化」（平成18年８月25日財計
第2017号）を踏まえ、及び「独立行政法人整理
合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）に
基づき、契約は原則として一般競争入札等（競
争入札及び企画競争・公募をいい、競争性のな
い随意契約は含まない。以下同じ。）によるこ
ととし、更に「独立行政法人の契約状況の点
検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議
決定）に基づき、平成22年４月30日に新たに策
定した「随意契約等見直し計画」を着実に実施
し、契約の性質又は目的が競争を許さない場合
を除き、すべての契約について、競争性の確保
の徹底を図る。 
また、その取組状況については、ホームペー

ジを通じて公表する。 

「随意契約等見直し計画」を着実に推進し、入札公告期間の延長や入札参加要件の緩和
等により一層の競争性確保に努め、契約・入札に関する情報をホームページに公開し、積
極的な情報開示を行っている。 
さらに、平成23年９月に当該計画のフォローアップを行い、競争入札の推進及び調達情

報の公開等の取組を行っている。 
以上について取り組んだ結果、平成23年度における随意契約（少額随意契約を除く。）

については、前年度同様、件数が４件（霞が関ＷＡＮサービス、水道料、ガス料、官報掲
載料）で、これらは、すべて真にやむを得ない随意契約であり、独立行政法人統計センタ
ー契約監視委員会（以下「契約監視委員会」という。）において了承を得ているものであ
る。 
また、一般競争入札については、全体に占める割合が89.1％と前年度（90.6％）とほぼ

同水準である。 
以上の取組を実施しつつ、平成21年10月に改正をした会計規程及び契約事務取扱要領に

基づき、前年度に引き続き、調達の手続きの明確化を図りつつ、業務を着実に実施した。 
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 ②競争契約等の点検・見直し 
「独立行政法人の契約状況の点検・見直しにつ
いて」（平成21年11月17日閣議決定）に基づき、 
競争性のない随意契約の徹底した見直しに加
え、一般競争入札等についても真に競争性が確
保されているか点検・見直しを行う。 
 なお、その点検・見直し状況については、同
閣議決定に基づき設置した「契約監視委員会」
において審議をいただき、その審議結果につい
ては的確に対応する。 
 また、これらの取組状況及び審議概要につい
ては、ホームページを通じて公表する。 

 

一者応札案件の改善については、「競争契約における一般応札の改善に向けて」（平成21
年７月独立行政法人統計センター）に基づき、改善に向けた取組を引き続き行っており、
結果的に一者応札になった９件については、入札説明書を受理したが入札に参加しなかっ
た者に対する不参加理由等の事後点検を実施するとともに、ホームページにより年間調達
予定案件の事前公表を行った。 
今後においても、これらの改善に取り組んで、調達に反映させることにより、さらなる

競争性の確保を推進する。 
平成23年度の契約監視委員会については、競争性のない随意契約の妥当性や一般競争入

札における一者応札案件の調達内容及び調達手続等について、点検・見直しを行い、その
審議結果を踏まえ、適正な契約に努めている。 
なお、契約監視委員会の審議概要についてはホームページで公表した。 
また、「独立行政法人の契約の見直しについて（要請）」（平成22年総統総第744号）を受

けて、民間企業の購買・調達部門経験者であるＣＩＯ補佐官から、競争入札等に関する改
善等の意見をいただき、役職員に対し説明会を開催するとともに、財務課からは外部委託
の業務履行に係る監督及び検査の重要性についての研修などを行い、正確かつ確実な成果
物を得るための取組を行っている。 
 

(２) 契約内容の監査  「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年
12月24日閣議決定）に基づき、一般競争入札
を含め、すべての入札・契約の内容について、
監事による監査において定期的なチェックを
受ける。 

「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)に基づき、一般競争入札
を含むすべての入札・契約の状況について、監事による監査を毎月実施し、随意契約及び
情報開示を含む契約事務全般について、厳正なチェックを行い監査体制の実効性の確保に
努めた。 
また、調達の実施に当たっては、事業部門（調達要求部門）の作成した仕様書等を、財

務課契約担当者がその内容を審査した上で、金額に応じて、理事長、総務部長等が決裁を
行っている。 
なお、この場合において、財務課の監査担当者は事前に審査を行っており、会計部門内

での相互牽制を行い、適正な経費執行を確保する体制を整備している。 
 

当該業務に係る事業費用 － 当該業務に従事する職員数 815人の内数 

■当該項目の評価   



16 
 

【評価結果の説明】  
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」：  
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（１）国勢調査 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる総務省設置法(平成11年法律第91号)第４条第85号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、社会・
経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限までに当該区分の製表
結果を総務省に提出する。 

(２)上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を勘案
しつつ総務省が定める基準に基づいて事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務を
進め、期限までに提出する。 
 
 平成22年国勢調査の製表に当たって
は、効率的な業務運営及び情報管理の徹
底を図り、円滑な業務遂行に万全を期す。 

 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成23年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 適合度 

平成

22年

調査 

抽出速報集計 
23．5 
(23. 6) 

23. 6. 2 ○ ○ 

ａ 

実績 
98,605人日 

 
対計画 

+1,262人日 
（+1％） 

人口等基本集

計 
23. 9 

(23.10) 
23.10.13 ○ × 

産業等基本集

計 
24. 3 24. 3.28 ○ ○ 

職業等基本集

計 
平成 24年度
に継続 

平成24年度
に継続 

－ ○ 

抽出詳細集計 
平成 24年度
に継続 

平成24年度
に継続 

－ ○ 

従業地・通学地

による人口・産

業等集計 

平成 24年度
に継続 

平成24年度
に継続 

－ ○ 

移動人口の男

女・年齢等集計 
23.12 

(24. 1) 
24. 1.10 ○ ○ 

移動人口の産

業等集計 
平成 24年度
に継続 

平成24年度
に継続 

－ ○ 
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小地域集計     

 

概数集計 23. 7 23. 7. 7 ○ ○ 

人口等基

本集計 
23.12 23.12.27 ○ ○ 

産業等基

本集計 
平成24年度 
に継続 

平成24年度
に継続 

－ ○ 

従業地・通

学地によ

る人口・産

業等集計 

平成24年度 
に継続 

平成24年度
に継続 

－ ○ 

移動人口

の男女・年

齢等集計 

平成24年度 
に継続 

平成24年度
に継続 

－ ○ 

選挙区別集計 
23．10 

(平成24年 
度に継続) 

平成24年度
に継続 

－ ○ 

事後調査集計 
平成24年度 

に継続 
平成24年度

に継続 
－ ○ 

 

２ 要員投入量 

平成22年国勢調査に係る実績は、98,605人日（対計画1,262人日（１％）増）であった。 

投入量増加の主な要因としては、平成22年度に、当初計画になかった調査世帯一覧の確認業務を、総

務省統計局の依頼により行ったこと、及び、ＯＣＲ機の読取り能力の限界により、抽出速報集計のデー

タチェック審査事務の一部が22年度から23年度に延伸したことのほか、都道府県から提出された調査関

係書類の差替が多数発生したこと、当初計画になかった、東日本大震災に伴う岩手県、宮城県及び福島

県（以下「被災３県」と言う。）の小地域概数集計等に対応するための新たなプログラム開発などが挙

げられる。 

 

３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアル（製表事務手続、操作の手引等。以下同じ。）を、適切に作成している。 

 

４ 特記事項 

平成22年国勢調査では、調査票の提出方法に全封入提出方式を採用したほか、郵送提出方式及び一部

にオンライン回答方式の導入等新しい調査手法に対応するとともに、調査手法の全面的な見直しに伴
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い、従来の地方事務の一部（産業大分類符号格付、市区町村コード格付等）を統計センターが一括して

引き受けることになったため、三つ折り調査票を読み取れるＯＣＲ機の導入、民間委託の活用など新た

な取組により、新しい調査手法と増大する業務量に対応している。 

 製表業務に当たっては、ＯＣＲ機の不具合への対応業務、震災県に係る小地域概数集計の依頼、疑義

回答の遅れ、製表基準書類の差替えによる再演算の発生などにより進捗状況の遅れが生じたが、総務省

統計局とスケジュールを協議するとともに、製表に係る要員及びスケジュールの調整、チェック要領の

見直しなどにより対応している。 

 また、人口等基本集計では、適合度が「×」となっている。この理由は、被災３県の人口等基本集計

において、再掲表章である、母子・父子世帯（他の世帯員がいる母子・父子世帯を含む）に係る結果表

を作成する際のプログラム処理の誤りによる再集計を行ったことによるものである。今後の再発防止策

としては、開発担当者の思い込みや誤解による開発を避けるため、ウォークスルーの徹底はもちろんの

こと、開発前の分析についても第三者を含めた複数人で行うなどの措置を講じることとした。 

 

＜東日本大震災に係る対応＞ 
 東日本大震災に伴う対応では、被災自治体の要請による総務省統計局からの依頼により、震災による

被害状況を把握するために、新たに小地域概数集計を行うこととなった。そのため、製表に係る要員及

びスケジュールの調整、プログラムの早期開発、被災３県のデータチェック審査事務及び産業大分類符

号格付事務の早期着手を実施して、要請どおりに対応した。 

 また、総務省統計局からの要請により、仙台市からの調査票情報の提供依頼に基づくプログラム開発

を行った。 

さらに、被災３県の人口等基本集計結果の公表早期化の依頼があり、要員及びスケジュールの調整を

行い、対応した。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 98,605 人日 

■当該項目の評価  

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」：  
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（２）全国消費実態調査 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる総務省設置法(平成11年法律第91号)第４条第85号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、社
会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限までに当該区分
の製表結果を総務省に提出する。 

(２) 上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を勘
案しつつ総務省が定める基準に基づいて事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務を
進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成23年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 適合度 

平成21
年調査 

分析表その２ 23. 9 23. 9.22 

○ ○ ａ 

実績 
1,260人日 

 
対計画 

+140人日 
（+13％） 

全国単身世帯

収支実態調査

との統合推計 

23. 10 23.10.28 

エネルギー消

費の実態把握

特別集計 

24. 2 24. 2.28 

 

２ 要員投入量 

平成21年全国消費実態調査に係る実績は、1,260人日（対計画140人日（13％）増）であった。 

投入量増加の主な要因としては、総務省統計局からの全国単身世帯収支実態調査との統合推計及び

エネルギー消費の実態把握特別集計に係る事務の基準書類の提示が大幅に遅延したことに伴い、事務

内容が検討中の段階で計画を立てざるを得なかったことから、結果的に、結果表審査事務の準備事務

において実績増（対計画206人日増）となったことなどが挙げられる。これらの事務を除くと対計画

66人日（６％）の減尐となる。 
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３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 1,260人日 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（３）社会生活基本調査 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる総務省設置法(平成11年法律第91号)第４条第85号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、社
会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限までに当該区分
の製表結果を総務省に提出する。 

(２) 上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を勘
案しつつ総務省が定める基準に基づいて事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務を
進め、期限までに提出する。 
 
 平成23年社会生活基本調査の製表に当
たっては、効率的な業務運営及び情報管
理の徹底を図り、円滑な業務遂行に万全
を期す。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成23年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 適合度 

平成18年
調査 

新職業分類特

別集計 
23.10 23. 9.28 ○ 

○ ａ 

実績 
8,005人日 

 
対計画 

+577人日 
（+8％） 

平成23年
調査 

調

査

票

Ａ 

生活行動

集計 
平成24年度
に継続 

平成24年度
に継続 

－ 

生活時間

集計 
平成24年度
に継続 

平成24年度
に継続 

－ 

時間帯別

集計 
平成24年度
に継続 

平成24年度
に継続 

－ 

平均時刻

集計 
平成24年度
に継続 

平成24年度
に継続 

－ 

調

査

票

Ｂ 

生活時間

集計 
平成24年度
に継続 

平成24年度
に継続 

－ 

時間帯別

集計 
平成24年度
に継続 

平成24年度
に継続 

－ 
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２ 要員投入量 

社会生活基本調査に係る実績は、8,005人日（対計画577人日（８％）増）であった。 

投入量増加の主な要因としては、平成23年調査の納品検査システムの開発業務において、計画より

も要員増となったことが挙げられる。これは、同システムが、初めて開発するシステムであり、計画

策定段階後に示された要件（生活行動分類の置換処理方法等）に対応したことが原因である。 

 

３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 8,005人日 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」：  
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（４）経済センサス（基礎調査・活動調査） 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる総務省設置法(平成11年法律第91号)第４条第85号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、社
会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限までに当該区
分の製表結果を総務省に提出する。 

(２) 上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を
勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務を
進め、期限までに提出する。 
 
 平成24年経済センサス－活動調査につ
いては、業務体制の整備を図るなど、組
織をあげた取組を展開する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成23年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 適合度 

平成21
年調査 
(基礎

調査) 

確報集計    

 ○ 
 

 ａ 
 

実績 
13,025人日 

 
対計画 

＋1,639人日 
（＋14％） 

 

事業所に関す

る集計 
23. 5 23. 5.11 

○ 

企業等に関す

る集計 
23. 5 23. 5.11 

町丁・大字別

集計 

23. 5 

(23. 6) 
23. 6.10 

調査区別集計 
23. 5 

(23. 6) 
23. 6.10 

親会社と子会社

の名寄せによる

集計 

23.11 23.12. 1 

平成24
年調査 
(活動
調査) 

速報集計    

 

事業所に関

する集計 
平成24年
度に継続 

平成24年
度に継続 

 － 

企業等に関
平成24年
度に継続 

平成24年
度に継続 

 － 
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する集計 

確報集計    

 

事業所に関

する集計 
平成24年
度に継続 

平成24年
度に継続 

－ 

企業等に関

する集計 
平成24年
度に継続 

平成24年
度に継続 

－ 

 

２ 要員投入量 

経済センサス（基礎調査・活動調査）に係る実績は、13,025人日（対計画1,639人日（14％）増）

であった。 

活動調査において、総務省統計局からの製表基準書類の提示の遅延、製表基準書類の変更のほか、

新規調査のため調整に時間を要したことなどから、システム開発事務、データチェック要領、仕様

書の変更及びそれらに係る検証事務が増加（対計画1,863人日増）となった。これら計画外の業務を

除くと対計画224人日（２％）の減尐となる。 

 

３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

４ 特記事項 

基礎調査の確報集計においては、被災対象県（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉

県）の事業所について、東日本大震災の影響を把握することを目的として、被災自治体の要請によ

る総務省統計局からの依頼に基づき、早期公表することとなった。そのため、要員及びスケジュー

ルの調整を行い、被災対象県の結果表審査を優先的に行うなど、業務を前倒しして対応した。 

 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 13,025人日 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（５）労働力調査 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる総務省設置法(平成11年法律第91号)第４条第85号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、社会・
経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限までに当該区分の製
表結果を総務省に提出する。 

(２) 上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を勘
案しつつ総務省が定める基準に基づいて事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務を
進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成23年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 適合度 

基本 
集計 

毎月 
調査月の翌月

下旬 
調査月の翌月
下旬に終了 

○ 

○ ａ 

実績 
4,330人日 

 
対計画 

▲191人日 
（▲4％） 

四半期平均 
４,７,10,１月

の下旬 
４,７,10,１月
の下旬に終了 

年平均 24年１月下旬 24. 1.31 

年度平均 23年４月下旬 23. 4.28 

詳細 
集計 

四半期平均 ５,８,11,２月 
５,８,11,２月

に終了 ○ 
年平均 24. 2 24. 2.20 

 

２ 要員投入量 

労働力調査に係る実績は、4,330人日（対計画191人日（４％）減）であった。 

投入量減尐の主な要因としては、産業・職業分類符号格付事務やデータチェック審査事務において

能率が向上したことなどが挙げられる。 
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３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

４ 特記事項 

東日本大震災に伴う対応として、被災自治体の要請による総務省統計局からの依頼により、平成23

年３月調査分から、岩手県、宮城県、福島県（以下「被災３県」と言う。）を除いた集計を行った。平

成23年９月調査分からは、被災３県で一定の割合の標本が確保できることとなったため、全国の集計

を再開した。ただし、前年及び前月比較の観点から、被災３県を除く集計については、平成24年12月

調査分まで継続することになり、23年９月調査分からは、被災３県を除く集計と全国の集計を行って

いる。 

また、被災３県を除く基本集計及び詳細集計の月次、四半期、年及び年度平均の結果について、平

成21年１月調査分から23年２月調査分までの遡及集計を行った。 

さらに、平成23年５月調査分から、被災３県から提出された調査票について、調査票読み取りから

データチェックまで行い、個別データを作成し、提出した。 

これらの事務については、要員及びスケジュールの調整を行い、対応した。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 4,330人日 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（６）小売物価統計調査（消費者物価指数） 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる総務省設置法(平成11年法律第91号)第４条第85号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、社
会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限までに当該区分
の製表結果を総務省に提出する。 

(２) 上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を勘
案しつつ総務省が定める基準に基づいて事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 
 

総務省が定める基準に基づいて事務を
進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成23年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 適合度 

小売物
価統計
調査製
表事務 

東京都区部 調査月の下旬 調査月の下旬に終了 

○ 

○ a 

実績 
6,972人日 

 
対計画 

▲360人日 
（▲5％） 

全国 
調査月の翌月

下旬 
調査月の翌月下旬に

終了 

年平均 23年４月下旬 23. 4. 12 

消費者
物価指
数に関
する製
表事務 

東京都区部 調査月の下旬 調査月の下旬に終了 

○ 

全国 
調査月の翌月

下旬 
調査月の翌月下旬に

終了 

四半期平均 
４,７,10,１月

の下旬 
４,７,10,１月の上～

中旬に終了 

半期平均 ７,１月の下旬 
７月上旬,１月中旬に

終了 

年平均 24年１月下旬 24. 1.17 

年度平均 23年４月下旬 23. 4. 12 

地域差指数 23. 11 23.11.17 

 
２ 要員投入量 

小売物価統計調査（消費者物価指数）に係る実績は、6,972人日（対計画360人日（５％）減）であ
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った。 

投入量減尐の主な要因としては、総務省統計局が計画していた宿泊料調査の見直し及び都道府県調

査品目の調査票様式の変更に対応するための要員に対し、実際に行われた見直し及び変更の規模が小

規模であったため、実績要員が当初の予定より減尐したことなどが挙げられる。 

 

３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

４ 特記事項 

 東日本大震災に伴う対応として、被災自治体の要請による総務省統計局からの依頼により、平成23

年３月調査分及び４月調査分の一部品目に係る東日本地域の15県庁所在市別小売価格について、小売

価格の影響を早期に把握するための資料として集計することとなった。そのため、集計用個別データ

の作成を早期に行い、平成23年４月28日及び５月11日の速報値公表に対応した。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 6,972人日 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（７）家計調査 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる総務省設置法(平成11年法律第91号)第４条第85号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、社
会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限までに当該区
分の製表結果を総務省に提出する。 

(２) 上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を
勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務を
進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成23年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 適合度 

家計収
支編 

二人以上 

の世帯 
調査月の翌月

下旬 
翌月28日頃に終

了 

○ 

○ ａ 

実績 
25,943人日 

 
対計画 
▲3,514 

人日 
 （▲12％） 

単身世帯 
調査月の翌々

月中旬 
翌々月11日頃に終

了 

総世帯 
調査月の翌々

月中旬 
翌々月11日頃に

終了 

四半期平均 
５,８,11,２

月の中旬 
５,８,11,２月の
上～中旬に終了 

年平均 24年２月中旬 24. 2.16 

年度平均 23年５月中旬 23. 5.16 

貯蓄・
負債編 

二人以上 

の世帯 
調査月の４か
月後の下旬 

調査月の４か月後
の下旬に終了 

○ 

四半期平均 
家計収支編の
公表から３か

月後 

家計収支編の公
表から２か月後

に終了 
（４,７,10,１月
の下旬に終了） 
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年平均 
家計収支編の
公表から３か

月後 

家計収支編の公
表から２か月後

に終了 
（23. 5.16） 

合成数
値編 

二人以上 

の世帯 
調査月の翌々

月中旬 
翌々月11日頃に

終了 

○ 

単身世帯 
調査月の翌々

月中旬 
翌々月11日頃に

終了 

総世帯 
調査月の翌々

月中旬 
翌々月11日頃に

終了 

四半期平均 
５,８,11,２
月の中旬 

５,８,11,２月の
上～中旬に終了 

年平均 24年２月中旬 24. 2.16 

平成22
年調査 
準調査
世帯集
計 

二人以上 

の世帯 
23年10月下旬 23.10.27 

○ 

単身世帯 23年10月下旬 23.10.27 

平成23
年調査 
準調査
世帯集
計 

二人以上 

の世帯 
平成24年度に

継続 
平成24年度に継

続 
－ 

単身世帯 
平成24年度に

継続 
平成24年度に継

続 

 

２ 要員投入量 

家計調査に係る実績は、25,943人日（対計画3,514人日（12％）減）であった。 

投入量減尐の主な要因としては、東日本大震災の影響で調査世帯が減尐したこと、家計簿格付・

入力事務の能率が向上したこと等から業務体制の再編成を特別に行い、進捗が遅れていた国勢調査

の製表業務に要員を投入したことなどが挙げられる。 

 

３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

４ 特記事項 

東日本大震災に伴う対応として、被災自治体の要請による総務省統計局からの依頼により、平成

23年３月調査分公表後に提出された宮城県及び福島県の家計簿を取り込んだ遡及演算を行い、７月
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中旬に集計を行った。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 25,943人日 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（８）個人企業経済調査 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる総務省設置法(平成11年法律第91号)第４条第85号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、社会・
経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限までに当該区分の製
表結果を総務省に提出する。 

(２) 上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を勘
案しつつ総務省が定める基準に基づいて事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務を
進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成23年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 適合度 

動向調査
票の製表
事務 

速報集計 
５,８,11,２
月の上旬 

５,８,11,２月
の上旬に終了 

○ 

○ ａ 

実績 
1,108人日 

 
対計画 

▲12人日 
（▲1％） 

確報集計 
５,８,11,２
月の下旬 

５,８,11,２月
の下旬に終了 

平成 22年

度集計 
23年５月下旬 23. 5.24 

構造調査
票の製表
事務 

平成 22年

集計 
23年６月下旬 23. 6.23 ○ 

 

２ 要員投入量 

個人企業経済調査に係る実績は、1,108人日（対計画12人日（１％）減）であった。 

投入量減尐の主な要因としては、東日本大震災により被災県から提出された調査票が減尐したこと

による調査票受付及びデータチェック審査の事務量の減尐などが挙げられる。 

 

３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 



34 
 

４ 特記事項 

集計用乗率の使用誤りにより、動向調査の平成22年１～３月期、21年度及び22年構造調査の集計結

果に誤りが生じたため、再集計を行った。要因は、不十分な引継ぎと単純な選択誤りであったため、

再発防止策として、注意喚起を行うとともに詳細な作業マニュアルを作成し、関係職員に周知徹底し

た。さらに、これを期に、他の経常調査の製表業務についても、事務区分別にチェックシートを作成

し、改善を図る等、同様な誤りが発生しないよう、品質管理の向上を図った。 

また、東日本大震災に伴う対応として、被災自治体の要請による総務省統計局からの依頼により、

動向調査平成23年１～３月期、４～６月期及び22年構造調査の集計については、岩手県、宮城県及び

福島県内の８市町村を除いて集計を行った。動向調査７～９月期調査についても、宮城県の一部を除

いて集計を行った。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 1,108人日 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（９）科学技術研究調査 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる総務省設置法(平成11年法律第91号)第４条第85号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、
社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限までに当該
区分の製表結果を総務省に提出する。 

(２) 上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を
勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務を
進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成23年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 適合度 

平成23年調査 
23年12月

上旬 
23.12. 2 ○ ○ ａ 

実績 
1,694人日 

 
対計画 

▲198人日 
（▲11％） 

 

２ 要員投入量 

科学技術研究調査に係る実績は、1,694人日（対計画198人日（11％）減）であった。 

投入量減尐の主な要因としては、データチェック審査事務において、能率が向上したこと、コ

ンピュータによりデータチェックをした結果、確認、審査、訂正等を要するデータが予定よりも

尐なかったことなどが挙げられる。 

 

３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 
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当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 1,694人日 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 

 



37 
 

 

中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（10）サービス産業動向調査 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる総務省設置法(平成11年法律第91号)第４条第85号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、
社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限までに当該
区分の製表結果を総務省に提出する。 

(２) 上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を
勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務を
進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成23年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 適合度 

月次 

速報集計 
調査月の翌々

月下旬 
調査月の翌々月

下旬に終了 

○ ○ ａ 

実績 
4,392人日 

 
対計画 
98人日 

（＋2％） 

確報集計 
調査月の５か

月後下旬 
調査月の５か月
後下旬に終了 

四半期 

速報集計 
５,８,11,２
月の下旬 

５,８,11,２月
の下旬に終了 

確報集計 
５,８,11,２
月の下旬 

５,８,11,２月
の下旬に終了 

年 

速報集計 
24年２月 
下旬 

24. 2.27 

確報集計 
23年５月 
下旬 

23. 5.30 

年度 

速報集計 
23年５月 
下旬 

23. 5.30 

確報集計 
23年８月 
下旬 

23. 8.26 
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２ 要員投入量 

サービス産業動向調査に係る実績は、4,392人日（対計画98人日（２％）増）であった。 

投入量増加の主な要因としては、総務省統計局からの新たなサービス産業動向指数の作成事務

に対応したことなどが挙げられる。 

 

３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

４ 特記事項 

東日本大震災に伴う対応として、被災自治体の要請による総務省統計局からの依頼により、平

成23年３月調査分速報集計については、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の被災４県を除いて

集計を行った。その後、６月上旬までに提出された被災４県の調査票を含めた３月調査分仮確報

集計を６月下旬に行った。 

あわせて、震災の影響を捉えるために東日本と西日本に分けた集計の依頼があり、平成22年１

月調査分から23年２月調査分の公表済み結果の遡及集計を６月中旬に行い、３月調査分仮確報集

計からは、毎月東日本と西日本とに分けた集計も行っている。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 4,392人日 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（11）家計消費状況調査 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる総務省設置法(平成11年法律第91号)第４条第85号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、
社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限までに当該
区分の製表結果を総務省に提出する。 

(２) 上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を
勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務を
進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

１ 平成23年度年度計画に対する製表実績 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 適合度 

月次 

速報集計 
調査月の翌月

下旬 
調査月の翌月
下旬に終了 

○ ○ ａ 

実績 
132人日 

 
対計画 
＋44人日 

（＋50％） 

確報集計 
調査月の翌々

月上旬 
調査月の翌々
月上旬に終了 

四半
期平
均 

速報集計 
４，７，10，１

月の下旬 
４，７，10，１
月の下旬に終了 

確報集計 
５，８，11，２

月の上旬 
５，８，11，２
月の上旬に終了 

年平
均 

速報集計 24年１月下旬 24. 1.30 

確報集計 24年２月上旬 24. 2. 6 

年度
平均 

速報集計 23年４月下旬 23. 4.26 

確報集計 23年５月上旬 23. 5. 9 

 

２ 要員投入量 

家計消費状況調査に係る実績は、132人日（対計画44人日（50％）増）であった。 

投入量増加の主な要因としては、総務省統計局からの長期保存データのレイアウト変更に伴う
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製表システムの修正、結果表様式の変更等の対応（対計画39人日増）などが挙げられる。これら

計画外の事務を除くと対計画５人日（６％）の増加となる。 

 

３ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 132人日 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 
（12）住民基本台帳人口移動報告 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる総務省設置法(平成11年法律第91号)第４条第85号に規定する国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）について、
社会・経済情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成するため、総務省が定める基準に基づいて事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限までに当該
区分の製表結果を総務省に提出する。 

(２) 上記（１）に掲げる統計調査のほか、新たな国勢の基本に関する統計調査、国勢調査等の実施に必要な試験調査、事後調査等についても、既存業務の実施状況を
勘案しつつ総務省が定める基準に基づいて事務を進める。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  総務省が定める基準に基づいて事務を
進め、期限までに提出する。 

＜製表業務の実施状況＞ 

平成23年度年度計画に対する製表実績 

 区 分 
提 出 状 況 

満足度 投入量 
予 定 実 績 期限 適合度 

結果表出力 

月報 
調査月の
翌月中旬 

調査月の翌月
中旬に終了 

○ 

○ ａ － 

年報 
平成 24年
度に継続 

平成24年度に
継続 

－ 

(注) 要員投入量については、今年度は表章単位に満たないため、「－」表示とした。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 － 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」：  
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（１）人事院給与局委託業務（国家公務員給与等実態調査、職種別民間給与実態調査、家計調査特別集計（標準生計費・各分位関係）、全国

消費実態調査特別集計） 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を行うほか、総務省が国勢調査等の集計の一環として
指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人事院及び財務省の
委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の製表業務を圧迫しないようにする
とともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 委託府省等が明示した基準に基づいて
期限までに製表結果を各府省等に提出す
る。 

１ 平成23年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 
予 定 実 績 期限 適合度 

国家公務員給与
等実態調査 

平成23年調査 23. 8 23. 8.17 ○ 

○ ａ 
平成24年調査 

平成24年度

に継続 

平成24年度

に継続 
－ 

職種別民間給与
実態調査 

平成23年調査 
23. 7 

(23. 8) 
23. 8.31 ○ ○ ａ 

家計調査特別集
計（標準生計
費・各分位） 

平成22年調査 23. 5 23. 4.14 ○ 

○ ａ 
平成23年調査 

平成24年度

に継続 
24. 3.15 ○ 

平成21年全国消
費実態調査特別
集計（標準生計
費） 

平成22年度受
託分 23. 5 23. 5.11 ○ ○ ａ 

 

２ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

３ 特記事項 
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東日本大震災に伴う対応として、震災の影響により、調査期間の変更、被災地域を中心に調査

困難な地域の発生、調査票回収の遅延等が生じたことから、統計センターは、委託元（各府省）

と、随時連絡、打合せ等をし、委託元の要請にできるかぎり対応するように取り組み、集計スケ

ジュールを見直す等、着実かつ円滑に業務を遂行した。 

また、職種別民間給与実態調査については、人事院の要請により、一部の統計表について、平

成20年から22年までの結果から被災３県（岩手県、宮城県、福島県）を除いた集計を実施した。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 752人日 

■当該項目の評価  

【評価結果の説明】  

「必要性」：  

「効率性」： 

「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（２）人事院職員福祉局委託業務（民間企業の勤務条件制度等調査） 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を行うほか、総務省が国勢調査等の集計の一環として
指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人事院及び財務省の
委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の製表業務を圧迫しないようにする
とともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 委託府省等が明示した基準に基づいて
期限までに製表結果を各府省等に提出す
る。 

１ 平成23年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

 

２ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

３ 特記事項 

東日本大震災に伴う対応として、震災の影響により、被災地域を中心に調査困難な地域の発生

等が生じたことから、統計センターは、委託元（各府省）と、随時連絡、打合せ等をし、委託元

の要請にできるかぎり対応するように取り組み、着実かつ円滑に業務を遂行した。 

 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 
予 定 実 績 期 適合度 

民間企業の勤務

条件制度等調査 

平成22年調査 23. 4 23. 3.28 ○ 
○ ａ 

平成23年調査 
平成 24年度

に継続 
24. 3.15 ○ 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 392人日 

■当該項目の評価  

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
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「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（３）総務省人事・恩給局委託業務（国家公務員退職手当実態調査） 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を行うほか、総務省が国勢調査等の集計の一環として
指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人事院及び財務省の
委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の製表業務を圧迫しないようにする
とともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 委託府省等が明示した基準に基づいて
期限までに製表結果を各府省等に提出す
る。 

１ 平成23年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 
予 定 実 績 期限 適合度 

国家公務員
退職手当実
態調査 

平成23年

調査      

行（－）

のみ 

23. 7 

(23. 9) 
23. 9. 7 ○ ○ 

ａ 
行（－）

以外 
24. 2 24. 2.20 ○ ○ 

 

２ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

３ 特記事項 

東日本大震災に伴う対応として、震災の影響により、被災地域を中心に調査困難な地域の発生、

調査票回収の遅延等が生じたことから、統計センターは、委託元（各府省）と、随時連絡、打合

せ等をし、委託元の要請にできるかぎり対応するように取り組み、集計スケジュールを見直す等、

着実かつ円滑に業務を遂行した。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 678人日 
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■当該項目の評価   

【評価結果の説  
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（４）公害等調整委員会事務局委託業務（公害苦情調査） 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を行うほか、総務省が国勢調査等の集計の一環として
指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人事院及び財務省の
委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の製表業務を圧迫しないようにする
とともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 委託府省等が明示した基準に基づいて
期限までに製表結果を各府省等に提出す
る。 

１ 平成23年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 
予 定 実 績 期限 適合度 

公害苦情調査 平成22年度調査 23.10 23.10.19 ○ ○ ａ 
 

 

２ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

３ 特記事項 

東日本大震災に伴う対応として、震災の影響により、被災地域を中心に調査困難な地域の発生、

調査票回収の遅延等が生じたことから、統計センターは、委託元（各府省）と、随時連絡、打合

せ等をし、委託元の要請にできるかぎり対応するように取り組み、着実かつ円滑に業務を遂行し

た。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 151人日 

■当該項目の評価   
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【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」：  
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（５）財務省委託業務（家計調査特別集計(用途分類・品目分類・特定品目)） 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を行うほか、総務省が国勢調査等の集計の一環として
指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人事院及び財務省の
委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の製表業務を圧迫しないようにする
とともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 委託府省等が明示した基準に基づいて
期限までに製表結果を各府省等に提出す
る。 

１ 平成23年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 
予 定 実 績 期限 適合度 

家計調査特別

集計（用途分

類・品目分類・

特定品目） 

平成22年調査 23.11 23.11. 1 ○ 

○ ａ 
平成23年調査 

平成24年度

に継続 

平成24年度

に継続 
－ 

 
 

２ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 
 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 1,282人日 

■当該項目の評価  

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 

（６）厚生労働省委託業務（雇用動向調査、賃金構造基本統計調査） 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を行うほか、総務省が国勢調査等の集計の一環として
指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人事院及び財務省の
委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の製表業務を圧迫しないようにする
とともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 委託府省等が明示した基準に基づいて
期限までに製表結果を各府省等に提出す
る。 

１ 平成23年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区  分 
提 出 状 況 

満足度 
予 定 実 績 期限 適合度 

雇用動向

調査 

平成22

年調査 

下半期 23. 5 23. 5.10 

○ 

○ ａ 

年計 23. 5 23. 5.23 

精度

計算 

下半期 23. 5 23. 5.23 

年計 23. 5 23. 5.23 

平成23

年調査 

上半期 
23.10 

(24. 1) 
24. 1. 6 

○ 

精度計算（上半期） 
23.11 

(24. 1) 
24. 1. 6 

賃金構造

基本統計

調査 

平成23

年調査 

事業所票 23.10 23.10. 7 

○ 
個人票 23.12 23.12.20 

 
 
２ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

３ 特記事項 
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東日本大震災に伴う対応として、震災の影響により、調査期間の変更、被災地域を中心に調査困

難な地域の発生、調査票回収の遅延等が生じたことから、統計センターは、委託元（各府省）と、

随時連絡、打合せ等をし、委託元の要請にできるかぎり対応するように取り組み、集計スケジュー

ルを見直す等、着実かつ円滑に業務を遂行した。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 1,077人日 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 

「必要性」：  

「効率性」： 

「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 

（７）国土交通省自動車交通局委託業務（貨物自動車運送事業輸送実績調査） 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を行うほか、総務省が国勢調査等の集計の一環として 
指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人事院及び財務省の
委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の製表業務を圧迫しないようにする
とともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 委託府省等が明示した基準に基づいて
期限までに製表結果を各府省等に提出す
る。 

１ 平成23年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 
  提 出 状 況 

満足度 
予 定 実 績 期限 適合度 

貨物自動車運送事

業輸送実績調査 
平成21年度調査 23. 8 23. 8.31 ○ ○ ａ 

 
 
２ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

３ 特記事項 

東日本大震災に伴う対応として、震災の影響により、被災地域を中心に調査困難な地域の発生、

調査票回収の遅延等が生じたことから、統計センターは、委託元（各府省）と、随時連絡、打合

せ等をし、委託元の要請にできるかぎり対応するように取り組み、集計スケジュールを見直す等、

着実かつ円滑に業務を遂行した。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 419人日 

■当該項目の評価   
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【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」：  
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（８）国土交通省総合政策局委託業務（内航船舶輸送統計調査、船員労働統計調査、建設工事統計調査、建築着工統計調査、建築物滅失統計

調査、建設総合統計） 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を行うほか、総務省が国勢調査等の集計の一環として 
指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人事院及び財務省の
委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の製表業務を圧迫しないようにする
とともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 委託府省等が明示した基準に基づいて
期限までに製表結果を各府省等に提出す
る。 

１ 平成23年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区  分 
提 出 状 況 

満足度 
予 定 実 績 期限 適合度 

内航船舶
輸送統計
調査 

自家用船舶輸
送実績調査 

平成22年度 23. 6 23. 6.22 

○ ○ a 
内航船舶輸送

実績調査 

月次 

毎月10日

前後 

(毎月15

日前後) 

毎月15
日前後
に終了 

平成22年度計 
23. 6 

(23. 7) 
23. 7.27 

平成23年

度達成精

度計算 

５月分 
23. 8 

(23. 9) 
23. 9.16 

11月分 24. 3 24. 2.21 

船員労働

統計調査 

第二号調査

(漁船) 
平成22年 23. 7 23. 7.29 

○ ○ a 
第一号調査

(一般船舶) 

平成23年 24. 1 24. 1. 4 

 精度計算 24. 2 24. 2.20 
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第三号調査

(特殊船)  
平成23年 23.12 

23.12.1

2 

建設工事

統計調査 

建設工事施工

統計調査 
平成23年 24. 2 24. 1.30 

○ ○ b 
建設工事受注

動態統計調査 

月次 

データ持
込後３日
以内 

データ持
込後３日
以内に終

了 

平成22年度計 23. 5 23. 5.16 

平成22年度報 23. 6 23. 5.23 

平成23年計 24. 2 24. 2.13 

建築着工統計調査 

月次 

データ持
込後３日
以内 

データ持
込後３日
以内に終

了 

○ ○ a 平成22年度計 23. 4 23. 4.20 

平成22年度計(年報) 23. 5 23. 5.16 

平成23年計 24. 1 24. 1.20 

平成23年計(年報) 24. 2 24. 2. 2 

建築物滅失統計調査 

月次 

調査票持
込から１
か月以内 

調査票持込
から１か月
以内に終了 ○ ○ a 

平成22年度計 23. 6 23. 6. 6 

平成23年計 24. 3 24. 3. 1 

建設総合統計 

月次 
毎月10日

頃 

毎月10
日頃に
終了 

○ ○ b 
平成22年度計 23. 5 23. 5.19 

平成23年計 24. 2 24. 2.23 

 

２ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 
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３ 特記事項 

内航船舶輸送統計調査において、集計システムにＣＳＶデータを取り込む機能に不具合があるこ

とが判明し、平成22年４月分から23年３月分の再集計を行った。再発防止に当たっては、データ取

込みの際、持ち込まれたデータと取込み後のデータの照合確認を行うこととした対策を講じた。 

また、船員労働統計調査において、チェック済データから個別データを作成する際のプログラム

誤りにより、チェック済データと個別データのレコード数が不一致であることが判明し、平成20年、

21年結果の再集計を行った。再発防止に当たっては、集計システムを修正するとともにシステムの

書換えを行った際は入念なテストを実施するほか、チェック済データと個別データのレコード数の

比較確認を行うこととした対策を講じた。 

東日本大震災に伴う対応として、震災の影響により、被災地域を中心に調査困難な地域の発生、

調査票回収の遅延等が生じたことから、統計センターは、委託元（各府省）と、随時連絡、打合せ

等をし、委託元の要請にできるかぎり対応するように取り組み、集計スケジュールを見直す等、着

実かつ円滑に業務を遂行した。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 2,170人日 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

１ 無償受託製表 
（９）都道府県委託業務（労働力調査都道府県別集計(38県)） 

■中期計画の記載事項 

(１) 次に掲げる統計調査等について、国の行政機関からの委託を受けて委託者が明示する基準に基づき製表業務を行うほか、総務省が国勢調査等の集計の一環として 
指定する地方別集計、人事院及び財務省による家計調査の特別集計、人事院による全国消費実態調査の特別集計について、地方公共団体並びに人事院及び財務省の
委託を受けて委託者が明示する基準に基づきこれらに係る製表業務を行う。受託製表を行うに当たっては、上記１の国勢調査等の製表業務を圧迫しないようにする
とともに、コスト管理を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 委託府省等が明示した基準に基づいて
期限までに製表結果を各府省等に提出す
る。 

１ 平成23年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 
予 定 実 績 期限 適合度 

労働力調査 

都道府県別集

計(38県) 

平成23年

度調査 

四半期

平均 

四半期末
月の翌月

下旬 

四半期末月

の翌月下旬

に終了 

○ 
○ ａ 

年平均 24. 1 24. 1.31 ○ 

 

２  事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 － 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」：  
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

２ 有償受託製表（東京都生計分析調査、国勢調査特別集計） 

■中期計画の記載事項 

(２) 上記（１）の受託製表のほか、国の行政機関及び地方公共団体の行う公的統計の整備を支援するため、上記１の国勢調査等の製表業務を圧迫しない範囲内で、国
の行政機関又は地方公共団体から委託を受けて製表業務を行う。なお、これらの製表業務の受託に当たっては、実費に相当する費用の徴収を原則とし、コスト管理
を徹底する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

中期目標において受託が指
示されている統計調査以外
の受託製表 

上記（１）の受託製表のほか、国の行
政機関及び地方公共団体の行う公的統計
の整備を支援するため、上記１の国勢調
査等の製表業務を圧迫しない範囲で、国
の行政機関又は地方公共団体から委託を
受けて製表業務を行う。平成23年度にお
いては、次に掲げる統計調査の製表につ
いて受託することを予定している。 

なお、この調査の製表業務の受託に当
たっては、実費に相当する費用を徴収し、
コスト管理を徹底する。 

 

＜中期目標において受託が指示されている統計調査以外の受託製表＞ 

１ 平成23年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 委託元 
  提 出 状 況 

満足度 
予 定 実 績 期限 適合度 

東京都生計

分析調査 

月次 
東京都 

調査票持込
の翌月中旬 

調査票持込の翌

月中旬に終了 
○ 

○ ａ 

年平均 24. 2 24. 2.22 ○ 

平成22年国勢調査特

別集計 

神奈川県 23.11 23.11. 2 ○ ○ ａ 

大阪市 24. 3 24. 3.23 ○ ○ ａ 

 

２ 事務処理マニュアルの作成状況 

本調査の事務処理マニュアルを、適切に作成している。 

 

３ 経費 

中期目標において受託が指示されている統計調査以外の受託製表に係る費用は、平成23年度は

23,016千円であった。これらの費用については委託元から徴収している。 

 

当該業務に係る事業費用 23,016千円 当該業務に従事する職員数 1,513人日 

■当該項目の評価  
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【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項
目 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 受託製表に関する事項 

（３）一般からの委託に応じた統計の作成等（オーダーメード集計） 

■中期計画の記載事項 

（３）平成21年度に統計法（平成19年法律第53号）が全面施行されることを踏まえ、同法第37条に基づき国の行政機関から委託を受けた同法第34条に規定する一般
からの委託に応じた統計の作成等を受益者負担の原則の下、平成21年度から開始することを視野に、必要な準備を行うとともに、同法施行後は、当該統計の作
成等を適切に行う。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

一般からの委託に応じた
統計の作成等（オーダーメ
ード集計） 

統計法（平成19年法律第53号）第37条に基づ

き国の行政機関から事務の委託を受けた同法

第34条に規定する一般からの委託に応じた統

計の作成等に係る相談、申出書類の審査、統計

の作成・審査、提供等の一連の事務を行う。  
平成23年度においては、次に掲げる統計調

査のオーダーメード集計を行うことを予定し
ており、今後も各府省からの委託を受けて、
順次、対象調査範囲を拡大することを目指す。 

平成23年度は、学校基本調査（平成22年度）、賃金構造基本統計調査（平成20年）、
建築着工統計調査（平成22年４月～23年３月）、消費動向調査（平成22年４月～23年
３月）、労働力調査（平成21年１月～22年12月）の基礎調査票、労働力調査（平成14
年１月～22年12月）の特定調査票、家計消費状況調査（平成14年１月～18年12月、
21年１月～22年12月）、社会生活基本調査（平成３年、８年、13年）、就業構造基本
調査（平成４年、９年）、住宅・土地統計調査（平成５年、10年）、企業行動に関す
るアンケート調査（平成21年度、22年度）のオーダーメード集計のサービスを新た
に開始した。 
平成21年４月から、一般からの委託による統計の作成等（以下「オーダーメード

集計」という。）の事務を、国の行政機関等からの委託を受けて実施している。 
平成23年度の実績は以下のとおり。 
 

所管府省 統計調査名 提供対象年次 
サービス

開始日 

質問･相

談件数 

申出 

件数 

提供 

件数 

内 閣 府 

消費動向調査 
平成19年４月～22年３月 22.10.12 

２ ０ ０ 
平成22年４月～23年３月 23. 9. 2 

企業行動に関

するアンケー

ト調査 

平成18年度～20年度 22.12.27 
１ ０ ０ 

平成21年度、22年度 23. 9.28 

 

 

総 務 省 

 

 

国勢調査 平成２年、７年、12年、17年 21. 4. 1 ３８ ２ ２ 

労働

力調

基礎調

査票 

平成元年１月～20年12月 22.10.25 
９ ０ ０ 

平成21年１月～22年12月 23. 7.29 
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総 務 省 

(続き) 

 

査 
特定調

査票 
平成14年１月～22年12月 23.12.27 

家計消費状況

調査 

平成14年１月～18年12月 24. 3.28 

０ ０ ０ 平成19年１月～20年12月 22.10.25 

平成21年１月～22年12月 24. 3.28 

社会生活基本

調査 

平成３年、８年 23. 8.29 

１１ １ １ 平成13年 23. 7.29 

平成18年 22.12.27 

就業構造基本

調査 

平成４年 23. 7.29 

１１ ０ ０ 
平成９年 23. 6.30 

平成14年 23. 2.28 

平成19年 22.12.27 

住宅・土地統

計調査 

平成５年、10年 23. 8.29 
３４ ４ ４ 

平成15年、20年 22.12.27 

全国消費実態

調査 

平成元年、６年、11年、21年 平成24年度 － 

平成16年 23. 2.28 １６ １ １ 

家計調査 

平成元年１月～16年12月 平成24年度 － 

平成17年１月～20年12月 23. 3.29 １８ １ １ 

平成21年１月～22年12月 平成24年度 － 

文部科学省 学校基本調査 

平成20年度 22. 2. 1 

０ ０ ０ 平成21年度 22.10.12 

平成22年度 23.10. 3 

厚生労働省 
賃金構造基本

統計調査 

平成18年 22. 2. 1 

２ ０ ０ 平成19年 23. 2. 1 

平成20年 24. 2. 1 

国土交通省 
建築着工統計

調査 

平成21年４月～22年３月 22. 5.13 
５ ０ ０ 

平成22年４月～23年３月 23. 8.16 
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計 １４７ ９ ９ 

 

提供件数は９件（前年度11件）と、前年度と比べて２件（18％）減少となったが、
手数料収入は約245万円（前年度221万円）と、前年度と比べて24万円（11％）の増
加となっている。質問・相談件数も147件（前年度72件）と、前年度と比べて75件
（104％）増加となっている。 
また、各府省の統計所管部局に対して、平成24年度におけるオーダーメード集計

の実施に係る委託要望の照会を行った。その結果、次に掲げる統計調査のオーダー
メード集計について、新たに実施業務を予定し、その準備を行った。 
 

所管府省 統計調査名 提供対象年次 

内 閣 府 
消費動向調査 平成23年４月～24年３月 

企業行動に関するアンケート調査 平成23年度 

総 務 省 

労働力調査 平成23年１月～23年12月 

家計調査 平成23年１月～23年12月 

家計消費状況調査 平成23年１月～23年12月 

文部科学省 学校基本調査 平成23年度 

厚生労働省 賃金構造基本統計調査 平成21年～23年 

国土交通省 建築着工統計調査 平成23年４月～24年３月 

 
さらに、オーダーメード集計サービスの利用者に対して、ニーズ把握のアンケー

トを行い、集計の様式（集計可能な地域区分、調査項目等の範囲）及び集計結果に
対して高い評価を得た。 
 

当該業務に係る事業費
用 

2,450千円 当該業務に従事する職員数 815人の内数 

■当該項目の評価  

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
  ３ 統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理に関する事項  

■中期計画の記載事項 

(１) 「統計調査等業務の業務・システム最適化計画」（平成18年3月31日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づき、平成20年度から政府統計共同利
用システムの運営管理を行う。 

(２) 統計法第27条に基づく事業所母集団データベースの整備について、総務省が定める基準に基づき事務を進める。 
(３) 国勢調査等のうち総務省が指定するもの及び国の行政機関から事務の委託を受けた統計調査について、匿名データの作成を行うとともに、平成21年度に統計法

が全面施行されることを踏まえ、同法第37条に基づき国の行政機関から委託を受けた同法第36条に規定する一般からの求めに応じた匿名データの提供を受益者負
担の原則の下、平成21年度から開始することを視野に、必要な準備を行うとともに、同法施行後は、当該匿名データの提供を適切に行う。 

(４) 国の行政機関の行う統計法第32条に基づく調査票情報の二次利用及び同法第33条に基づく調査票情報の提供、上記２（３）による一般からの委託に応じた統計
の作成等並びに上記（３）による匿名データの作成及び提供を効率的かつ効果的に行うため、平成21年度に同法が全面施行されることを踏まえ、国勢調査等及び
国の行政機関から事務の委託を受けた統計調査について調査票情報及び匿名データの集積・保管を行う統計データアーカイブを構築し、運営する準備を行うとと
もに、同法施行後は、統計データアーカイブを適切に運営する。 

(５) 地域メッシュ統計、社会生活統計指標、推計人口等の加工統計の作成を始めとする統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理について、総務
省が定める基準に基づいて事務を実施する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

(１) 政府統計共同利用シス
テムの運用管理 

・ 「政府統計共同利用システム基本規
程」（平成20年３月31日統計調査等業務
最適化推進協議会決定）に基づき、政府
統計の総合窓口（e-Stat）、政府統計オ
ンライン調査総合窓口、利用機関総合窓
口（業務ポータルサイト）等のサブシス
テムからなる政府統計共同利用システ
ムの運用管理を適切に実施する。 

・ また、次期政府統計共同利用システム
については、システムの機能充実、利便
性向上の観点から更改に向けた事務を
行う。 

一般の国民が利用する「政府統計の総合窓口(e-Stat)」及び「政府統計オンライン調査総合
窓口(e-Survey)」（以下「国民向けサービス」という。）と、行政機関が利用する「利用機関総
合窓口（業務ポータル）」（以下「行政向けサービス」という。）の２種類のサービスに大別さ
れ、24時間365日のサービス提供を行っている。 
平成23年度のe-Statのトップページへのアクセス件数は、2,602,349件で１日当たり7,110件

となり、前年度に比べ545,483件（26.5％）の増加となった。同様に、e-Statの統計表管理シ
ステムに登録されている統計表データは、政府統計599統計のうち454統計889,158ファイルと
なり、そのアクセス件数は、51,217,585件で１日当たり139,939件であり、前年度に比べ
27,036,904件（34.5％）の減少となった。これは、GoogleやYahooなどの検索サイトの情報収
集方法の変更による減少が要因として考えられる。 
e-Surveyは、「サービス産業動向調査（総務省）」、「法人企業統計調査（財務省）」、「学校基

本調査（文部科学省）」、「毎月勤労統計調査（厚生労働省）」、「農業物価統計調査（農林水産省）」、
「企業活動基本調査（経済産業省）」、「建築物リフォーム・リニューアル調査（国土交通省）」、
「水質汚濁物質排出量総合調査（環境省）」、「中小企業実態基本調査（中小企業庁）」、「生産出
荷集中調査（公正取引委員会）」、「水産物流通調査（水産庁）」など11省庁44の統計調査（前年
度８省庁34調査）で使用された。 
また、政府統計共同利用システムの利用促進を図るため、平成23年９月に開催された2011年
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度統計関連学会連合大会において、e-Statについてのセッション発表を行ったほか、日本経済
学会等でe-Statパンフレット配布などによる広報を行った。他にも、e-Statのトップページ上
にアンケートコーナーを設置し、e-Statについて当該サービスに対する意見・要望等を把握し、
今後のシステム改善に反映させるよう取り組んでいる。 
東日本大震災関連では、各府省統計の結果及び公表の取扱い等の情報を一元的に提供するた

め、震災直後から、e-Statのトップページに「東日本大震災関連情報」のバナーを設け、情報
提供に努めている。 
平成23年度のシステム障害（機器の故障）によるサービス停止は、国民向けサービスでは、

１年間に２件で延べ20分（前年度４件、延べ20時間40分）であった。一方、行政向けサービス
では、１年間に１件で延べ13分（前年度２件、延べ18時間25分）であった。保守作業等（庁舎
停電等の外部要因を含む）による計画停止時間を除くシステム稼働率は、国民向けサービスで
は99.99％（対前年度99.76％）、行政向けサービスでは99.99％（対前年度99.78％）となり、
それぞれのサービスレベル目標の99.75％以上、99.5％以上を達成した。 
 

(２) 事業所母集団データベ
ースの整備 

・ 統計法第27条に基づく事業所母集団
データベースの整備について、総務省が
定める基準に基づき、毎月の商業･法人
登記情報、事業所・企業基礎情報照会結
果、各府省が実施する事業所･企業に関
する統計調査の情報等を用いた登録及
び更新に係る事務を行う。 
 

平成24年１月までの商業・法人登記情報並びに平成21年工業統計調査及び新設事業所に対す
る照会業務から得られた情報を用いて事業所母集団データベースの更新を行った。また、平成
24年４月までに施行される市区町村の廃置分合に対応する所在地名、郵便番号、市外局番の変
更に対応した所在地情報の更新を行った。 

(３) 匿名データの作成及び
提供 

・ ① 国勢調査等のうち総務省が指定する
もの及び国の行政機関から事務の委託
を受けた統計調査について、匿名データ
の作成を行う。 

・ ②また、統計法第37条に基づき国の行政

機関から事務の委託を受けた同法第36条

に規定する一般からの求めに応じた匿名

データの提供に係る相談、申出書類の審

査、匿名データの複製・提供等の一連の

事務を行う。  

平成23年度においては、次に掲げる統
計調査の匿名データを提供することを
予定しており、今後も各府省からの委託
を受けて、順次、対象調査範囲を拡大す

平成23年度の匿名データの作成事務については、総務省所管の社会生活基本調査（平成18年）

及び労働力調査（平成元年１月～19年12月）の匿名データについて、それぞれ、完了希望時期

までに作成した。 

平成23年度の提供実績は以下のとおり。 
 

所管府省 統計調査名 提供対象年次 
質問・相 

談件数 

申出 

 件数*２ 

提供件数*２ 

(ﾌｧｲﾙ数） 

総 務 省 

全国消費実態調査 平成元年､６年､11年､16年 １１５ １２ １２(３５) 

社会生活基本調査 平成３年､８年､13年､18年 １３８ １６ １６(４５) 

就業構造基本調査 平成４年､９年､14年 ８２ ７ ７(１５) 

住宅・土地統計調査*１ 平成５年､10年､15年 ８ １ １( ３) 

労働力調査 平成元年1月～19年12月 ３ ０ ０( ０) 

計 ３４６ ３１ ３１(９８) 
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ることを目指す。 ＊1 旧住宅統計調査 

＊2 １つの申出で複数調査の場合があるため、申出件数及び提供件数の計は調査別の合計と必ずしも一致しない。 

 

提供件数は31件（前年度38件）と、前年度と比べて７件（18％）減少、手数料収入は約90万

円（前年度145万円）と、前年度と比べて55万円（38％）の減少となったが、質問・相談件数

は346件（前年度287件）と、前年度と比べて59件（21％）増加となった。統計所管部局である

総務省統計局で公表している最も新しい調査年次の追加を行った社会生活基本調査の提供件

数は16件（前年度９件）と、前年度と比べて７件（78％）増加となっている。 
また、各府省の統計所管部局に対して、平成24年度における匿名データの提供に係る委託要

望の照会を行った。その結果、次に掲げる統計調査の匿名データについて、新たに提供業務を

予定し、その準備を行った。 

  

所管府省 統計調査名 提供対象年次 

総 務 省 

国勢調査 平成12年、17年 

労働力調査 平成20年１月～12月 

就業構造基本調査 平成19年 
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(４) 統計データアーカイブ
の運営 

・ ①国の行政機関の行う統計法第32条に基

づく調査票情報の二次利用及び同法第33

条に基づく調査票情報の提供、上記２

（３）による一般からの委託に応じた統

計の作成等並びに上記（３）による匿名

データ作成及び提供を効率的かつ効果的

に行うため、国勢調査等及び国の行政機

関から事務の委託を受けた統計調査につ

いて、調査票情報及び匿名データの集

積・保管を行う統計データアーカイブを

運営する。 

   また、オーダーメード集計等の二次利

用の制度や対象調査範囲について、各種

学会等で積極的に周知・広報を行う。  

②公的統計の二次利用に関する研究・開

発、普及・啓発、研究者等に向けた匿名

データの提供等に係るサービスの充実に

共同で取り組む学術研究機関等との連携

協力を推進する。  

統計センターが運営するデータアー
カイブのサテライト機関の役割を担い、
連携協力協定を締結した法人及び匿名
データ提供等サービス開始年度は、次の
とおりである。 

平成21年４月からオーダーメード集計、匿名データの作成・提供のほか、各府省の統計調査
の調査票情報、匿名データ等を保管・蓄積する統計データアーカイブの運営を行っている。 
平成23年度に、新たに調査票情報の寄託を受けた統計調査は、内閣府２調査、総務省２調査、

文部科学省１調査、厚生労働省１調査及び国土交通省１調査の７調査で、これまでに寄託を受
けた統計調査と合わせて19調査となっている。 
また、新たに匿名データの寄託を受けた統計調査は、総務省の２調査で、これまでに寄託を

受けた統計調査と合わせて５調査となっている。 
公的統計の二次利用制度の充実と学術研究の発展を図るため、以下の学術研究機関と連携協

力協定を締結し、当該機関の施設を統計センターが運営する統計データアーカイブのサテライ
ト機関として、匿名データの提供サービスを行うなど、官学連携の取組を進めている。 
平成23年３月30日から、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構においてオンサイト

利用環境の提供サービスを開始した。 

 

法人名 サテライト機関名 
サービス開始日 

匿名データ提供 オンサイト利用 

一橋大学 
経済研究所附属社会科学統計

情報研究センター 
21. 6.22 22.12.27 

神戸大学 大学院経済学研究科 22. 4. 1 － 

法政大学 日本統計研究所 22. 6. 1 － 

情報・システム研究機構 
新領域融合研究センター統計

数理研究所 
22. 9. 6 24. 3.30 

 
 

  公的統計の二次利用の普及・啓発を図るため、学会の大会、研究集会等において、公的統計

の二次利用制度、利用手続、利用可能な統計調査等について広報を行った。特に、平成23年度

は、学会等の大会において、広報スペースを設け、二次利用について解説したパンフレットを

制度・手続きの説明等を行いながら配布したほか、サテライト機関と共催で、「公的統計のミ

クロデータの利用に関する研究集会」を開催し、二次利用による有用な研究成果の紹介を行う

など、積極的な広報を行った。 

さらに、日本統計学会等のメーリングリストを用いて、オーダーメード集計のサービスを新

たに開始する調査や年次等について、サービス開始の周知を行ったほか、総務省統計局等の広

報誌、雑誌へ統計センターの二次利用の取組についての寄稿等も行った。 

これらの広報を経て、オーダーメード集計及び匿名データの提供に関する質問・相談件数は
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493件（前年度359件）と、前年度と比べて134件（37％）増加した。 

二次利用に対するニーズ把握のアンケートを二次利用の利用者に対して実施した。その結

果、オーダーメード集計サービスについては、集計の仕様（集計可能な地域区分、調査項目等

の範囲）及び集計結果に対して高い評価を得た。匿名データ提供サービスについては、データ

（ファイル形式等）及びドキュメント（符号表等）の内容に対して高い評価を得た。なお、匿

名データをよりわかりやすくするため、データの構造を表すデータレイアウトフォームを作成

し、平成23年６月から提供を開始した。 

 

年月日 会議等名称 主催者又は共催者 広報内容 

23. 5.21 

 ～ 5.22 

日本経済学会

2011年度春季

大会 

日本経済学会 

二次利用の広報スペースにて、ポス

ター掲示、パンフレット配布、制度・

手続の説明、利用相談等を実施 

23. 8. 3 
匿名データ利

用説明会 
一橋大学 

二次利用のパンフレット配布、利用

相談等を実施 

23. 9. 4 

 ～ 9. 7 

統計関連学会

連合大会 

応用統計学会、日本計算機統計学会、

日本計量生物学会、日本行動計量学

会、日本統計学会、日本分類学会 

二次利用の広報スペースにて、パン

フレット配布、制度・手続の説明、

利用相談等を実施 

23. 9.14 

 ～ 9.15 

経済統計学会

第55回全国研

究大会 

中央大学 

二次利用の広報スペースにて、パン

フレット配布、制度・手続の説明、

利用相談等を実施 

23.10.29 

 ～10.30 

日本経済学会

2011年度秋季

大会 

日本経済学会 

二次利用の広報スペースにて、ポス

ター掲示、パンフレット配布、制度・

手続の説明、利用相談等を実施 

23.11.11 

公的統計のミ

クロデータの

利用に関する

研究集会 

統計センター、一橋大学経済研究所附

属社会科学統計情報研究センター、神

戸大学大学院経済学研究科、法政大学

日本統計研究所、情報・システム研究

機構新領域融合研究センター 

二次利用による研究成果報告、府省

及びサテライト機関の取組に関する

報告、利用相談等を実施 

23.12. 3 

第２回匿名デ

ータ利用説明

会 

一橋大学 

国民生活基礎調査の匿名データの特

徴等の説明、二次利用のパンフレッ

ト配布、利用相談等を実施 
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24. 3. 3 

ミクロデータ

から見た家計

の経済活動 

一橋大学 

匿名データ等を用いた研究成果の発

表、二次利用のパンフレット配布等

を実施 
 

(５) 加工統計等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 次に掲げる統計の作成及び利用に必
要な情報の蓄積、加工その他の処理につ
いて、総務省が定める基準に基づいて事
務を行う。 
（１）地域メッシュ統計 
(２) 社会生活統計指標 
(３) 推計人口 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜加工統計等（総括）＞ 

１ 平成23年度年度計画に対する製表結果の提出実績等 

区 分 
 提 出 状 況 

投入量 
期 限 適合度 

加工統計等 ○ ○ 

実績 

2,705人日 

 

対計画 

▲585人日 

（▲18％） 

 
（１）地域メッシュ統計 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 
予 定 実 績 期限 適合度 

平成22年国勢調査に関する

地域メッシュ統計（その１） 

平成24年度に

継続 

平成24年度に

継続 
－ ○ ａ 

 
(２) 社会生活統計指標 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 
予 定 実 績 期限 適合度 

平成22年度市区町村データ

の収集・整備 
23. 4 23. 4.12 ○ 

○ ａ 

平成23年度都道府県データ 23.11 23.12.14 ○ 
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の収集・整備 (23.12) 

平成23年度市区町村データ

の収集・整備 

平成24年度に

継続 

平成24年度に

継続 
－ 

 

(３) 推計人口 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 
予 定 実 績 期限 適合度 

人口推計集計 毎月中旬 毎月中旬に終了 ○ 
○ ａ 

人口推計年報 24. 3 24. 3.21 ○ 

 
(４) 事業所母集団データベースの整備（商業・法人登記簿に設立等の登記を行った法人） 

区 分 
提 出 状 況 

満足度 
予 定 実 績 期限 適合度 

平成22年９月～11月分 23. 5 23. 5.25 ○ 

○ ａ 

平成22年12月～23年３月分 
23. 9 

(23.10) 
23.10.18 ○ 

平成23年４～６月分 23.12 23.12.27 ○ 

平成23年７～９月分 24. 3 24. 3.30 ○ 

平成23年10～11月分 
平成24年度に

継続 

平成24年度に

継続 
－ 

 
２ 要員投入量 

 加工統計等に係る要員投入量は2,705人日（計画3,290人日）で、対計画585人日（18％）の

減少となった。 

投入量減少の主な要因としては、事業所母集団データベースの整備における産業分類符号格
付事務における能率向上などが挙げられる。 
 
３ 事務処理マニュアルの作成状況 
 事務処理マニュアルを適切に作成している。 
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(６) 統計調査報告書の刊
行 

 

・ 統計調査報告書の刊行を行う。 統計センターでは、統計利用に供するため、統計調査の所管府省の要請を受けて、所管府省

が公表した結果の概要等を収集・蓄積し、受益者負担の下、当該調査の結果に係る報告書を刊

行することとした。 

平成23年10月から、総務省統計局所管の統計調査などの結果報告書の刊行を開始した。 

 

報告書名 刊行日 

平成22年国勢調査 抽出速報集計結果 平成23年10月３日 

平成21年経済センサス‐基礎調査 第１巻 事業所に関
する集計その１全国結果 

平成23年12月26日 

平成21年経済センサス‐基礎調査 第２巻 企業等に関
する集計 

平成23年12月26日 

平成21年経済センサス‐基礎調査 第１巻 事業所に関
する集計 その２都道府県別結果（47分冊） 

01県～15県：平成24年２月２日 
16県～30県：平成24年２月13日 
31県～47県：平成24年２月29日 

平成22年国勢調査報告 第２巻 人口等基本集計結果 
その２都道府県・市区町村編（12分冊） 

平成24年３月６日 

 
 

（７)統計サービスの拡大に
よる自己収入増 

 

・  「独立行政法人の事務・事業の見直し
の基本方針」（平成22年12月7日閣議決
定）等を踏まえ、統計センターの専門性
と創意工夫を活かした新しい独自の統
計情報等の提供を行い、統計利用に係る
国民サービスの向上を図るとともに、こ
れらを受益者負担の原則によって行う
ことにより自己収入の拡大に取り組む。 

 オーダーメード集計については、「第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置」の「２ 受託製表に関する事項」の「（３）
一般からの委託に応じた統計の作成等（オーダーメード集計）」を参照。 
 匿名データについては、「第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に
関する目標を達成するためにとるべき措置」の「３ 統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、
加工その他の処理に関する事項」の「(３) 匿名データの作成及び提供」を参照。 

当該業務に係る事業費用 7,634,696千円の内数 当該業務に従事する職員数 815人の内数 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」：  
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
４ 技術の研究に関する事項 

■中期計画の記載事項 
(１) 上記１から３までに掲げる業務に必要な技術について、次の①及び②の研究に重点的に取り組む。また、研究成果を業務運営に十分に活用し、調査環境の変化や

統計利用者のニーズの多様化に的確に対応する。 
① オートコーディングシステムの研究 

調査票の記入内容の統計分類符号への格付を自動的に行うオートコーディングシステムの研究を行う。 
特に、次に掲げる符号格付業務に研究成果を実際に適用するとともに、その適用に当たっては、格付率等の定量的な目標を年度計画で明らかにしつつ、業務

の効率化と品質の維持向上を図る。 
・ 平成20年に調査実施が予定されている住宅・土地統計調査の市区町村コード付与 
・ 平成21年に調査実施が予定されている経済センサスの産業分類符号格付 
・ 平成23年に調査実施が予定されている社会生活基本調査の生活行動分類符号格付 
また、次に掲げる符号格付業務についても実用化に向けた研究を推進する。 
・ 平成21年に調査実施が予定されている全国消費実態調査の収支項目分類符号格付 
・ 平成22年に調査実施が予定されている国勢調査の産業分類、職業分類符号格付 
・ 平成24年に調査実施が予定されている就業構造基本調査の産業分類、職業分類符号格付 

② データエディティングに関する研究 
データエディティングにおける調査票の未回答事項に対する機械的な補完方法等の研究、検証を行う。 
特に、国勢調査等の製表に研究成果、検証結果を実際に適用することとし、業務の効率化と品質の維持向上を図る。 

(２) 上記（１）の研究に当たっては、国際的な動向等に関する情報収集や、必要に応じて国内外の大学や官民の研究所、国際機関、諸外国の統計機関等の外部の機関
との間で技術協力や連携も併せて実施する。 

 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 
小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

(１) オートコーディングシ
ステムの研究 

・ 統計分類符号格付業務の自動化のための研
究を行い、その実用化を図る。 

  平成22年国勢調査抽出詳細集計の産業分類
及び職業分類符号格付へのオートコーディン
グシステムの適用に当たり、格付率及び精度
の向上に向けた技術の研究を行う。 

統計分類の格付業務について、調査票に記入された文字を外部委託により入力した後、オ

ートコーディングを行う場合、文字入力に係る経費及び処理期間の両面において負担が大き

く、オートコーディングシステムによる省力化の特性を十分に発揮できているとは言い難

い。そこで、オートコーディングシステムによる更なる省力化の可能性を追求するため、Ｏ

ＣＲ機により国勢調査の調査票に記入された文字（イメージデータ）を認識し、その結果を

用い、格付ルールによるオートコーディングを可能とする技術の研究を行っている。 

平成22年度から外部委託により、「事業の内容」欄を対象とした産業大分類の格付につい

て①フリー記入欄内の文字枠の設定の検討、②ＯＣＲ機による文字認識技術の検討、③文字

認識から知識処理、格付までのアルゴリズムの検討、の３点を主なテーマとして研究を行っ

ている。平成23年度は、「勤め先・業主などの名称」、「事業の内容」及び「本人の仕事の内

容」の３欄を対象として産業・職業分類自動格付を行い、実践的なレベルのテストの実施に
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よる研究に着手しており、24年度にも平成27年国勢調査第１次試験調査結果を対象とした研

究を継続する予定である。 

また、平成22年国勢調査抽出詳細集計の産業分類及び職業分類の小分類符号格付への適用

に向け、目標を格付率40％及び正解率97％と設定し、オートコーディングに係る各種の整備

を行った。 

 

(２) データエディティング
に関する研究 

・ 調査票の未回答事項に対する機械的な補
完方法等の研究を行い、その実用化を図る。 
平成23年度は、平成22年国勢調査データを

用いたデータエディティング手法の研究を
行うとともに、平成24年経済センサス‐活動
調査における効率的なデータエディティン
グ手法について研究を行う。 
 

国勢調査等の大規模調査では、データチェックリストの審査に膨大な人員・時間を必要と

している。同審査の効率化を図るため、平成17年国勢調査第１次基本集計のデータの大都市

を含む県を用いて検証を行い、次回国勢調査への実用に向けてプロジェクトにおいて検討を

進めており、平成22年国勢調査データを用いた検証方法を検討中である。 

平成24年経済センサス‐活動調査では、経理項目が詳細に調査されることとなっている。

その詳細さのため未回答が多い場合、結果精度に影響を与えることになる。これを改善する

ため、２次試験調査データにより、ホットデック法の一手法として経理項目の補定方法につ

いて研究を行い、比率による補定が真値との乖離が少ないとの結果を得た。 

 

(３)統計ニーズの多様化に
対応した製表技術に関す
る研究 

・ ① 匿名データを作成・提供する統計調査
は、今後順次拡大していくことを踏まえ、適
切かつ円滑な匿名データの作成・提供を行う
ための方法を研究する。 

・ ② 諸外国で主として事業所・企業系の調
査に適用されている匿名化技法について、引
き続き我が国の事業所・企業系調査への適用
可能性を検証するとともに、様々な匿名化技
法の有用性と秘匿性の評価方法について研
究する。 

・  ③ 統計教育・訓練用データ等として使用
可能な擬似データの作成方法に関する研究
を行い、試行提供を開始する。 

・ ④ 利用者が希望する統計表を作成・提供
する方法として、「Ｗｅｂを経由したオンラ
インによる統計データ提供」の研究開発を
行う。 

  

１ 各種匿名化手法の研究 

諸外国におけるデータ提供の趨勢に対応するため、匿名化手法等に関する諸外国の先行研

究の情報収集及び文献の翻訳等を実施し、製表技術関連資料集を刊行した。 

また、労働力調査の匿名データ作成について、総務省統計局と共同研究を行い、統計委員

会の了承を得て、提供を開始した。さらに、平成24年度中に提供予定の国勢調査の匿名デー

タの作成方法について、総務省統計局との共同研究を実施した。 

 

２ 各種匿名化技法による有用性と秘匿性の評価方法に関する研究 

匿名化技法の違いが匿名データの有用性と秘匿性に与える影響の評価方法に関し、定量的

な分析に基づく相対的評価方法について、諸外国における先行研究の調査を行うとともに、

平成21年家計調査を用いて、かく乱的匿名化手法を適用したデータの作成及びこのデータに

対する有用性と秘匿性の定量的評価による検証を実施した。その結果、秘匿化されたミクロ

データの秘匿性と有用性の程度の定量的、客観的な評価の可能性を確認した。 

 

３ 擬似データ作成に関する研究 

公的統計のミクロデータの利用を推進するため、大学などで統計演習に利用可能とする

「教育用擬似ミクロデータ」の作成について、統計委員会等の意見・要望があった。これを

受けて、統計センターでは、統計調査の公表済み集計結果表から匿名化データを作成する各

種方法論を踏まえ、平成16年全国消費実態調査データの各項目を高次元にクロス集計した集
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計表をベースとして個別データに近い分布と特性を持つ擬似的なデータとして、教育用擬似

ミクロデータを作成した。 

平成23年度は、教育用擬似ミクロデータの実用性の検証・評価等を行うため、８月から、

主に大学、研究機関等の教育関係者からの利用を想定した一般への試行的な提供を実施し

た。実施に当たり、統計センターホームページに提供方法について紹介したほか、各種学会

等において紹介した結果、45件の利用申出があり、大学等での授業、統計演習等において、

約400名の院生・学生による利用があった。 

また、今回の試行提供に当たりアンケートを、利用者に対して実施した。 

今後は、アンケート結果を踏まえ、実用性の検証・評価等を行い、実用化に向け検討する。 

 

４ Ｗｅｂを経由したオンラインによる統計データ提供の研究 

Ｗｅｂを経由したオンラインによる統計データ提供機能として、利用者自らが集計項目の

組合せを指定し、集計表を作成するセミオーダーメード集計システムに関する研究は、次世

代統計利用システムの研究開発（ＧＡＵＳＳプロジェクト）における「セルデータ集計機能」

開発に移行した。 

(４) 情報収集、外部機関と
の連携等 

・ 上記（１）及び（２）の研究に資する観点
から外部研究者を採用するなどの人材の確
保に努めるとともに、国際的な動向等に関す
る情報収集や、必要に応じて国内外の大学や
官民の研究所、国際機関や諸外国の統計機関
等の外部の機関との間で技術協力・技術提供
や連携も併せて実施する。 
 また、ルクセンブルク所得研究のデータベ
ース（各国の家計所得に関するデータベー
ス）について、政府機関の職員、大学や非営
利団体の研究者が利用するための支援を行
う。 

統計学の研究に携わっている博士研究員や大学教育初任段階の若手研究者を非常勤研究

員として採用し、データエディティングの効率化の研究、匿名データの秘匿性の評価方法な

どの研究を行った。 

データエディティング及びデータ秘匿に関する研究を推進する上で、研究動向に関する情

報収集が重要であることから、京都市で開催された「日本人口学会第63回大会」及びスペ

イン王国のタラゴナで開催された「 Joint Work Session in Statistical Data 

Confidentiality（統計データの機密保護に関する合同ワークセッション）」に参加する

とともに、諸外国における人口センサスの匿名データ作成に係る実状把握のため、英国国家

統計局においてヒアリングを行った。 

また、統計センターでは、日本統計学会等、統計技術との関連が強い学会に団体加入し、

学会の情報を入手するとともに、定期的に開催される会合において発表を行っている。また、

匿名データの提供及びオーダーメード集計などの統計センターの業務を広く知らしめるた

めの広報も実施している。 
そのほか、ルクセンブルク所得研究所が整備しているデータベースの利用について、平成

21年10月に同研究所と協定を締結し、政府機関の職員その他国内の大学や非営利機関の研究

者が利用するための支援を行っている。 
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(５) 研究成果の普及等 

 

 

 

 

 

 

  

・ 統計技術や研究成果の普及を図る観点か
ら、研究報告などの各種資料の刊行や学術誌
等への投稿、関連学会等における発表を推進
し、刊行等の件数を年３件以上とするととも
に、外部の研究者を招へいした研究会を年２
回以上開催する。 
 

研究成果の普及を図るため、国内外における製表技術の研究動向の調査分析結果の資料を

１冊刊行するとともに、2011年度統計関連学会連合大会等で研究発表を７回行った。また、

大学教授等の外部研究者で構成する「統計技術研究会」を２回開催するとともに、統計セン

ター業務についての研究・開発の成果及び事務改善に関する情報等を共有し、その活用を一

体的かつ効果的に推進するとともに、職員の人材育成及び専門性の継承を図るため、統計セ

ンター実務検討会を10回開催した。 

 

(６)技術協力の実施 

 

・ これまで統計センターで培ってきた製表
や統計情報の蓄積等に係るノウハウや技術
について、国内外の公的統計の発展に役立て
るため、国の行政機関や地方公共団体、統計
作成能力向上を目指す発展途上国からの要
請に応じ、国勢調査等の製表業務を圧迫しな
い範囲で、技術協力を行う。 

平成 15 年度から始まったカンボジア統計局への技術支援のため、関係機関（日本政府及

び国際協力機構）からの要請に応じ、３回にわたって専門職員の派遣を行った。カンボジア

では、日本政府及び国際協力機構の支援の下、2011 年３月に、全国の事業所の所在地、従

業員数、売り上げ等を全数調査する経済センサスをカンボジア史上はじめて実施し、2012

年３月に確報結果が公表された。 

また、製表業務の技術協力の一環として、総務省統計局が主催する地方別事務打合せ会、

実務研修会等に対して、同局と連携しながら職員の派遣を行った。 

 （次世代統計利用システムの研究開発） 統計センターでは、公的統計の利用可能性の拡充及び統計利用者の利便性向上を図るた

め、公的統計に係る公表情報その他統計センターが蓄積し、又は独自に作成・収集する各種

の統計情報を、インターネット環境とＧＩＳ等のアプリケーション、ＡＰＩを通じて、受益

者負担（有償）により提供することを目的とした次世代統計利用システム開発計画構想（Ｇ

ＡＵＳＳプロジェクト）を平成23年４月に策定した。 

 次世代統計利用システムの構築に当たっては、総務省情報流通行政局と連携して、独立行

政法人情報通信研究機構が管理・運用している新世代通信網テストベッド（ＪＧＮ－Ｘ）を

活用し、平成23年12月からＡＰＩ機能による実証実験を開始した。ＧＩＳ機能及びセルデー

タ集計機能の実証実験については、平成24年４月以降開始する予定（５月に開始した）。 

当該業務に係る事業費用 162,418千円 当該業務に従事する職員数 24人の内数 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
５ その他 

■中期計画の記載事項 
上記１から４までに掲げる業務を行うに当たっては、製表結果の精度確保や秘密の保護のために必要な措置を講じる。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 
小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

  製表業務の各段階における品質管理活
動を着実に実施し、製表結果の精度確保
に努めるとともに、調査票情報等の秘密
の保護を徹底する。 
 

製表結果の精度確保に当たっては、下表に示す製表業務の各段階における品質管理活動を着実

に実施するとともに、実施状況の監視、達成状況の評価、更なる活動内容の見直しを行い、製表

業務の品質管理におけるＰＤＣＡサイクルを着実に回すことにより、品質の維持・向上の実現に

努めた。特に、民間委託業務の品質管理については、適切な指導、連絡体制の整備を行い、精度

の維持・向上に努めた。 

具体的には、品質方針に沿って製表業務に係る品質目標を、品質、要員及び期限の３つの側面

において定め、それを受けた形で各課等における品質目標（課目標）を設定し、これらの目標達

成のために、各課等において管理項目及びチェックシート等を活用した日常管理活動を推進して

いる。 

その結果、品質については、「再集計件数（自責）を皆無にすることを目指す。」及び「格付精

度について、所定の精度を確保する」ことを目標としており、自責による再集計は４件と目標は

達成されなかったが、速やかに再集計の発生要因を分析し、再発防止に取り組んでいる。なお、

格付精度は各調査で設定された目標を上回り、目標は達成された。 

要員については、「要員計画と実績の差を一定の範囲内に抑える。」ことを目標としており、周

期調査及び受託製表においては一定の範囲内に抑えられ、目標は達成されたものの、経常調査に

おいては、目標を達成されなかった。要因として、東日本大震災の影響で調査世帯が減尐したこ

と、格付・入力事務の能率の向上等から業務体制の再編成を特別に行い、進捗が遅れていた国勢

調査の製表業務に要員を投入したことなどが挙げられる。 

期限については、「期限の超過（自責）を皆無にする。」ことを目標としており、自責による期

限超過は発生しておらず、目標は達成された。 

 

当該業務に係る事業費用 － 当該業務に従事する職員数 815人の内数 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
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「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

■中期計画の記載事項 

予算、収支計画及び資金計画については、別添のとおりとする。 
なお、統計センターの会計処理の信頼性をより高めるため、監査法人による外部監査を実施する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果  

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 ・適正な財務管理を行う。 

 

 

 

 経常統計調査等に係る業務経費及び一般管理費の第２期中期目標期間（平成24年度末まで）に
おける削減目標（平成19年度に対する割合を85％以下、金額では約2.1億円以上の削減）について
は、平成22年度に達成している。 
 なお、平成23年度については、国勢調査用ホストコンピュータの廃止（133百万円減）及び庁舎
維持に伴う経費（約21百万円減）等により、平成19年度の約14.1億円に対し、約9.4億円（19年度
比66.6％）となり、更なる削減を図っている。 

単位：千円 

区 分 

前中期目標期間 

終了年度 

平成19年度（基準額） 

当中期目標期間決算額 

20年度 21年度 22年度 23年度 

金額 比率 金額 
対基
準比 

金額 
対基
準比 

金額 
対基
準比 

金額 
対基準

比 

業務経費 
うち経常

統計調査
等に係る
経費   

1,033,956 100.0％ 1,003,654 97.1％ 898,679 86.9％ 681,332 65.9％ 659,297 63.8％ 

一般管理費 371,687 100.0％ 340,737 91.7％ 357,541 96.2％ 294,721 79.3％ 276,536 74.4％ 

合 計 1,405,643 100.0％ 1,344,392 95.6％ 1,256,220 89.4％ 976,053 69.4％ 935,834 66.6％ 

 

                                                      ※目標達成↑ 
 

 ・利益剰余金の発生要因 平成23年度の当期総利益は264百万円である。内訳としては、業務の効率化による要員削減によ
り人件費の余剰283百万円、損益計算上のリース会計処理損失３百万円等であり、前年度に比べて
170百万円（39.1％）減少している。 

 
 

・給与手当等人件費の状況 法定福利費等を含めた統計センター全体の人件費は7,388百万円（経常費用に占める割合が
78.9％）であり、前年度に比べ43百万円（0.6％）減となっている。 
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 （退職手当を除く。） 役員及び常勤職員の給与については、常勤職員数の削減と再任用職員（フルタイム）数減少に
より、前年度に比べ131百万円（2.5％）減となった。 

また、非常勤職員手当については、周期統計調査（平成22年国勢調査）の製表事務に対応する
ため、前年度に比べ225百万円（36.3%）増となった。 

福利厚生費については、国におけるレクリエーション経費の取扱いに準じており、不要の福利
厚生費は存在しないほか、国と異なる手当についても存在していない。法定外福利厚生費の弔電、
永年勤続表彰及び退職者表彰に係る費用についても、国の取扱いに準じている。 

当該業務に係る事業費用 － 当該業務に従事する職員数 815人の内数 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】  
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」：  
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中期計画の該当項目 第４ 重要な財産の処分等に関する計画 

■中期計画の記載事項 

なし 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 

該当なし 

保有資産の管理・運用等について 
１ 実物資産 
 統計センターでは、実物資産としての土地、建物は保有していない。現在使用している建物
については、独立行政法人統計センター法（平成11年法律第219号）に基づき、独立行政法人化
の際、専ら使用していた庁舎（総務省第２庁舎）を無償で使用している。なお、庁舎について
は、業務量及び業務内容を踏まえた職員等の適切な配置による業務体制とするために、限られ
たスペースを有効に活用した執務室の機動的なレイアウト変更など、効率的な使用に努めてい
る。 
 また、実物資産として、業務運営上、必要不可欠である電話交換機関連装置（一式）などが、
総務省第２庁舎内に所在している。 
 職員宿舎については、統計センターが独自に保有、借用している職員宿舎はない。 
 
２ 知的財産 
 知的財産として、製表業務の効率化を目的に独自に開発した機械学習型自動格付システム等
のプログラムや、統計センターマークの商標登録などを有しているが、利益を追求するための
財産は保有していない。 
 
３ 年金、基金、共済等の資金運用 
 年金、基金、共済等の資金運用について、統計センター独自の運用は行っていない。 
 これは、統計センターは、国家公務員共済組合に加入しているためである。 

当該業務に係る事業費用 － 当該業務に従事する職員数 － 

■当該項目の評価  
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【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第５ 剰余金の使途 

■中期計画の記載事項 

決算において剰余金が発生した時は、次の購入等に充てる。 
１ 情報通信機器その他情報システムの整備 
２ 人材育成、能力開発 
３ 職場環境の改善 
４ 広報、成果の発表 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 
該当なし 

 

当該業務に係る事業費用  当該業務に従事する職員数  

■当該項目の評価 該当なし 

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第６ その他の業務運営に関する事項 
 

■中期計画の記載事項 

該当なし 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 

該当なし 

内部統制について 
１ 統計センターの最重要課題  

統計センターでは、独立行政法人の設立当初から、経営理念の実現のため、法令等を遵守し
つつ、業務運営の高度化・効率化を行い、常に正確で信頼できる統計データを作成し、国民生
活の向上と社会経済の発展に貢献することを基本的使命とし、理事長のリーダーシップを十分
に発揮できる環境を整備している。 

この統計センターの使命を達成するためには、製表結果の精度の確保、提出期限の厳守等顧
客満足を確保するとともに、顧客から信頼されることが、事業活動を継続していく上で必要不
可欠なことであることから、製表結果及び製表を主とする統計サービスの品質の維持・向上を
経営上の最重要課題の一つに位置付け、製表業務における品質管理活動の一層の推進に取り組
んでいる。 

また、統計センターにとって、個人情報や事業所・企業等情報が記載された調査票情報とハ
ードウェア、ソフトウェアなどの情報システムが、統計センターの事業活動を展開する上で不
可欠な資産である。これら情報資産の適切な保護・管理を通じた情報セキュリティの確保も経
営上の最重要課題の一つに位置付け、情報セキュリティ対策の一層の強化に取り組んでいる。 

平成23年度は、前年度に引き続き内部統制の充実・強化を図るため、次のような取組を行っ
ている。 

 
２ 統制環境の整備 
（１） 組織・業務等の管理 
 予算の要求及び執行管理については、随時又は定期に担当部署から理事長その他の役員に報
告し、新規・大規模な業務等の実施に対するコスト効果、優先度等を踏まえ経営判断を行うこ
とで、実施事業の効果、優先度を明確化するとともに、業務運営の高度化、効率化に取り組ん
でいる。 
 また、組織については、統計センターの運営方針及び業務に関する重要事項の企画・立案、
総合調整等を担当する経営企画室を統計センター内の中心に位置付け、機動的・重点的な業務
運営のさらなる効率化に取り組んでいる。 
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（２） 各種会議の設置等 
 毎月、定期的に役員会議及び幹部会議を開催し、各部から業務の進捗、達成状況を報告さ

せ、適切な指示等を出すことに加えて、統計センター運営上の重要事項について、審議、決定

する仕組みを構築している。 

 また、定期的（平成 23年度は 16回実施）に理事長等による各執務室の巡回（ＭＷＢＡ：巡

回管理）を実施し、現場状況の把握の機会及び職員と直接話をする機会を設けるなど、幹部自

ら職場の現状を理解し職員と問題共有することで業務の運営効率を高めている。 

 さらに、総務省統計局主催の統計局・統計センター連携会議（毎月２回開催）及び拡大統計

幹部会議（毎月１回開催）に、理事長その他の役員幹部が出席し、総務省統計局との情報共有

など緊密な連携を図っている。 

 
３ ミッションの周知徹底 

（１）イントラネットの活用 

統計センターでは、全役職員が一丸となって業務運営を行うため、経営理念を明確化し、年

度計画（ミッション）のほか、事業計画（年度計画に記載した目標を達成するための具体的な

実施計画）について、全職員が情報共有できるようにイントラネットを活用した周知徹底を図

っている。 

 また、イントラネットの活用としては、毎月、役員から職員に対するメッセージを発信して

いるほか、統計センターの業務に関する様々な出来事を写真と簡潔なメッセージによるニュー

ス速報的な情報発信を、平成 22 年７月開始以来、継続的に行っている。特に、ニュース速報

的な業務情報については、100 件を超える情報発信を行っており、統計センターの業務に関す

る様々な出来事を、全職員に対してタイムリーな周知を図っている。 

 

（２）職員提案制度の実施 

 統計センターでは、活気ある職場風土を形成するために、職員の創意工夫を奨励し、業務改

善への積極的な参画を促すことを目的として、平成 17 年度から職員提案制度を設け、毎年度

実施している。 

職員提案制度は、職員から業務に関するテーマに基づく標語を募集する標語部門と、前年度

に業務の正確性、効率性及び経済性の改善に貢献し、実績を上げた創意工夫を内容としたもの

を職員が推薦（自薦・他薦）できる改善実績部門の２部門から構成されている。 

各部門の職員からの提案等については、理事長を委員長とする提案審査委員会において、優

秀な標語及び改善実績を決定し、賞状等の授与を行っている。 

平成 23 年度は、標語部門では「平成 24 年経済センサス‐活動調査の成功に向けて」及び
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「災害や緊急事態に対する危機管理意識の浸透に向けて」の２テーマを定め、それぞれ 102

件、114 件の応募作品の中から、「経済の 「今」をつかんで つくろう「未来」」と「日ごろ

から 確認しあおう もしもの対応」が選ばれ、イントラネットに公表するとともに、簡易ポ

スターを作成し、各執務室等に掲示を行った。 

また、改善提案部門では、16 件の推薦があり、１件が優秀賞、４件が奨励賞を受賞した。

受賞に当たっては、賞状のほか賞状額も授与し、職員の士気高揚に資するよう当該執務室内に

掲示ができるようにした。さらに、今回の受賞内容については、広く職員間での情報共有を図

るために、イントラネットに公表するとともに、統計センター実務検討会において発表を行っ

た。 

 
４ リスクの把握・対応等 

（１）リスクの把握 

統計センターでは、中期計画をはじめ、年度計画、事業計画に掲げた目標達成の障害となる

要因、公的統計と統計作成機関に対する信頼低下、をリスクと位置付けている。具体的には、

個人、事業所・企業情報が記載された調査票情報の漏えい、統計調査結果の公表前統計数値の

漏えい、製表結果（統計数値）の精度低下及び人的・物的リソースの不足、が重大なリスクで

あると認識しており、これらは統計センターにおける最重要課題として取組を行っている。 

 

（２）リスクへの対応等 

①製表業務における品質管理 

製表業務では、品質の維持・向上を図るため、理事長を議長とした品質管理推進会議を設置

している。品質管理に当たっては、製表業務を３つの側面（品質、要員、期限）ごとに品質目

標を定めた品質管理活動推進策を毎年度策定し、これに基づき、実施状況の監視、達成状況の

評価、活動内容の見直しを行うことで、ＴＱＣ（総合的品質管理）を実施している。 

平成 23 年度は、品質管理推進会議を 10 月及び 24 年３月の２回開催し、10 月の会議では、

活動内容の中間報告及び評価、24 年３月の会議では、23 年度の評価及び 24年度の品質管理活

動推進策を策定した。 

以上の取組の結果、委託元府省の満足度では、総じて高評価を得ている。 

 

②情報セキュリティ対策 

 統計センターでは、｢独立行政法人統計センター情報セキュリティポリシー｣（平成 22 年１

月１日改正理事長決定。以下「ポリシー」という。）において、統計センターが行うべき情報

セキュリティ対策基準について、対策項目ごとに、遵守すべき事項の基準を定めている。 

また、このポリシーの浸透をより一層深めるため、統計センター全職員を対象に、ｅラーニ
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ングを実施したほか、職員研修において、情報セキュリティの周知徹底を図っている。 

さらに、国民の個人情報を大量に取り扱う統計センターが、万が一、情報漏えい等の事故を

引き起こせば、統計センターのみならず、政府統計に対する国民の信頼を大幅に低下させるこ

とに直結することから、ＩＳＭＳ認証を取得することで、公的な認証基準に則った管理方策を

構築し、職員一人ひとりの意識をさらに向上させていくとともに、情報セキュリティ対策に関

する統計センターの信頼性の維持・向上に努めている。 

 以上の取組の結果、調査票情報等漏えい等の事象は発生しなかった。 

 
５ 監事監査の実施 

 監事監査については、年１回実施する定期監査のほか、業務及び会計の両面について毎月

実施している。 

業務関係では、毎月開催される役員会議に監事も出席し、業務運営の進捗状況、課題等を
把握し、必要に応じて改善点等について理事長その他の役員幹部に対して報告や指摘を行っ
ている。 

また、会計関係では、入札・契約事務全般及び決算報告書について、毎月、監事監査を実
施しているほか、会計規程に基づく内部監査、会計処理に関する信頼性・透明性を高めるた
めの法定外監査（外部監査人による会計監査）を実施し、その結果については監事及び理事
長に報告している。 

理事長は、監査の結果、改善が必要であると指摘された事項に対し、その改善に向けた検討
及び必要な措置を講じるとともに、その取組状況及び結果について監事に通知することとして
いる。 

当該業務に係る事業費用 － 当該業務に従事する職員数 815人 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 
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中期計画の該当項目 第６ その他の業務運営に関する事項 
１  施設及び設備に関する計画 

■中期計画の記載事項 

該当なし 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 
該当なし 

 

当該業務に係る事業費用  当該業務に従事する職員数  

■当該項目の評価  該当なし（法令1に基づき、独立行政法人統計センター設立の際、専ら使用していた庁舎等（総務省第２庁舎）を無償で使用している。） 

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 

                              
1
法令： 

(1) 独立行政法人統計センター法附則 

第６条 総務大臣は、センターの成立の際現に総務省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させる

ことができる。 

(2) 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 

第15条 法附則第六条の政令で定める総務省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。 

１ 人事・恩給局 

２ 統計局 

３ 統計センター 

２ 法附則第六条に規定する政令で定める国有財産は、センターの成立の際現に専ら前項に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等とする。 

３ 前項の国有財産については、独立行政法人通則法第14条第１項の規定により指名されたセンターの長となるべき者がセンターの成立前に申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。 
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中期計画の該当項目 第６ その他の業務運営に関する事項 
  ２  人事に関する計画 

■中期計画の記載事項 
１ 方針 

（１）人材確保 
職員の非公務員化に向け、公募による競争試験を原則とした採用制度を整備し、統計や情報処理等に関する専門的基礎知識を備えた人材を確保する。 

（２）新たな雇用制度の整備 
職員の非公務員化に向け、次の制度導入に向けた準備を進める。 

① 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）に基づく定年退職者再雇用制度 
② 大学や民間研究機関等の統計や情報技術の専門的知見を有する即戦力となる人材を雇用するための任期付雇用制度 

（３）人材育成 
国等の統計関係部門との人事交流や研修等による能力開発により、職員の資質の向上を図る。 

（４）人事評価制度 
目標管理の導入等により適正な人事評価を行う。 

２ 人員に係る指標 
当該中期目標の期間中、民間開放等による外部リソースの活用、業務プロセスの見直し等を行うことにより、常勤職員数の計画的な合理化減を行い、常勤職員数を

抑制する。 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

(１) 人材確保及び雇用制度  ・ 「独立行政法人の抜本的な見直しについ
て」（平成21年12月25日閣議決定）に基づ
き政府で行われる見直し結果を踏まえ、必
要に応じ統計センターに適合した人材確保
及び雇用制度について所要の措置を講ず
る。 

（統計センター職員を非公務員化するという独立行政法人統計センター法の一部を改正する
法律が国会に提出されたが、平成21年７月、衆議院解散とともに廃案となった。この取扱い
について、21年12月25日に閣議決定された「独立行政法人の抜本的な見直しについて」にお
いて、非公務員化は凍結という扱いになっている。） 
 
１ 人材確保 
平成23年度は、６月までに11都府県（岩手県、宮城県、福島県、栃木県、東京都、新潟

県、愛知県、大阪府、福岡県、長崎県及び熊本県）内にある18の専門学校へ出向き、主に国
家公務員Ⅲ種職員（以下「Ⅲ種」という。）を目指す専門学校生に対して業務説明会を実施
したほか、人事院が主催する官庁合同説明会に参加し、国家公務員Ⅱ種職員（以下「Ⅱ種」
という。）を志望する学生等に業務説明を行った。 
また、平成24年度以降の新しい国家公務員採用試験制度における人材確保のため、23年12

月及び24年２月に人事院が主催する官庁学生ツアーに参加し、一般職（大卒程度）を志望す
る学生等を対象に業務説明及び職場見学等を行った。 
さらに、国家公務員中途採用者選考試験（以下「中途採用」という。）については、前年
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度と同様に社会人経験を有する人材を確保する観点から採用を行うこととし、平成23年11月
に人事院主催の合同説明会に参加して中途採用志望者に対して業務説明を行った。 
結果として平成23年度採用業務としては、23年10月１日に２名（Ⅱ種）、24年１月１日に

１名（中途採用）を採用したことに加えて、研究主幹においてデータエディティングに関す
る研究業務に当たる研究者を「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関
する法律」（平成９年法律第65号）に基づき公募し、23年11月１日に１名採用した。 
なお、平成24年４月１日にはⅢ種20名を採用する予定である。 
 

２ 雇用制度の運用 
雇用制度の運用として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（昭和46年法律第68

号）に基づく定年退職者の再雇用を、国家公務員の再任用制度の範囲で行い、平成23年５月
に意向調査、11月に説明会を実施して再任用職員の募集を行った結果、24年４月に94名を採
用する予定である。 
また、国家公務員の任用制度の範囲で、研究主幹において製表技術に関する研究業務に当

たる研究者を外部より非常勤研究員として平成23年４月に２名採用したほか、「独立行政法
人等の業務・システム最適化実現方策」（平成17年６月29日各府省情報化統括責任者(ＣＩ
Ｏ)連絡会議決定）に沿って、統計センターの主要な業務及びシステムの最適化を実現する
ため、ＣＩＯ補佐官を非常勤職員として引き続き１名採用した。 

(２) 人材育成 ・ 総務省統計局を始めとする国等の統計関
係部門との人事交流、総務省統計研修所が
実施する統計研修への職員の派遣等による
能力開発により、職員の資質の向上を図
る。 
 

広い視野を持った人材を養成する観点から、原則、四半期ごとに統計局等と人事交流を行
った。 
平成23年度の総務省統計局等国の行政機関からの転入者は45人（前年度51人）、転出者数

は46人（前年度43人）であった。 
また、新たな人材育成方策として、製表企画、審査、分類、格付、集計システム企画、ネ

ットワーク管理等の専門家を目指し、それぞれの専門知識を取得できるよう総務省統計局を
含めた人事異動を検討・設定している。 
まず、新規採用時において、全員に情報処理部門の適正検査を実施するとともに、本人の

希望先を考慮しつつ、製表グループ家計班及び人口班、又は情報処理課のいずれかに配属し
ている。製表グループに配属した職員については、採用２年後に原則異動対象とし、本人の
適正等を考慮の上、製表グループ内はもちろんのこと総務省統計局を含めた統計センター内
の各部門に異動させ、統計センター業務全般に渡る幅広い経験を積ませることとしている。
また、情報処理課に配属した職員については、適正、知識レベルに応じて総務省統計局統計
情報システム課、又は総務省行政管理局（情報）などを含めた情報技術部内を中心とする、
又は情報技術の知識を活かし製表部門の専門家として異動を行うこととしている。 
また、階層に応じたスキルの習得を目的とした階層別研修の研修内容を見直し、より一層

充実させるとともに、広い視野を持った人材の育成を目的として、外部研修等を積極的に活
用した。 
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(３) 人事評価制度 ・ 能力評価及び業績評価から成る人事評価
制度についての職員の理解を深め、人事評
価制度の定着を図る。 
 

平成23年度は、定期評価として、能力評価を22年10月から23年９月までを評価期間として
９月に実施し、業績評価を23年４月から９月までの期間及び10月から24年３月までの期間を
評価期間として、23年９月及び24年３月にそれぞれ実施した。 
また、職員に人事評価制度が十分に定着したことに加え、統計センターを取り巻く環境が

一層の厳しさを増す中で、より高いガバナンスの実現が求められることから、本格実施（平
成22年１月）の開始から、当分の間、人事評価制度を適用しないこととしていた再任用職員
に対して、平成24年度から人事評価制度を適用することとして、「独立行政法人統計センタ
ー人事評価実施細則」（平成24年３月30日改正理事長決定）の改正を行った。 

(４) 人員に係る指標 ・ 平成23年度は、業務の効率化等により、
年度末の常勤役職員数を844人以下に見込
む。 
 

① 常勤職員数の削減 
業務の効率化により、年度末の常勤職員数は、841人という目標を実現し、更に上回る815

人（前年度末845人から30人減）となった。 
 
② 再任用職員の採用 
統計センターの業務に関して専門性を有する人材を有効に活用するため、平成21年度再任

用職員及び非常勤職員であった84人に加え、22年度末定年退職職員のうち17人を新たに再任
用職員として採用した。勤務形態別ではフルタイム勤務職員が19人、短時間勤務職員が82人
（計101人）となっており、主に製表グループに配置し、製表の専門事項の処理に当たらせ
た。 
なお、年度途中での退職があったため、年度末の再任用職員数は、フルタイム勤務職員が

18人、短時間勤務職員が78人（計96人）となった。 

(５) テレワークの導入 ・ 「次世代育成支援対策推進法（平成15年
法律第120号）」に基づき策定した「独立行
政法人統計センター一般事業主行動計画」
に基づき、仕事と子育てを両立するための
勤務形態策として、また、業務遂行におけ
るワーク・ライフ・バランス向上のため、
平成22年度に導入したテレワークについ
て、利用しやすい環境の整備を図る。 

テレワークは、平成22年11月から本格運用を開始しており、23年度の利用実績は、統計セ
ンター全体で33人、延べ215日間（月平均18日間）となっている。利用した職員のうち、６
割以上が情報技術部の職員で、延べ７割以上を占めている。 
また、利用しやすい環境整備の一環として、自宅のＰＣでテレワーク業務を可能とするＵ

ＳＢシンクライアントを平成23年７月中旬に導入した。導入後、利用実績が比較可能な、平
成23年11月から24年３月期の実績は102日で、前年同期比1.76倍に増加している。 

当該業務に係る事業費用 5,922千円 当該業務に従事する職員数 815人の内数 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」：  
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「有効性」：  
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中期計画の該当項目 第６ その他の業務運営に関する事項 
  ３  その他業務運営に関する事項 

■中期計画の記載事項 

(１) 就業規則の整備等 
 役職員の非公務員化に向けて、就業規則の整備等の必要な準備を進める。 

(２) 情報セキュリティ対策及び危機管理の徹底 
① 情報セキュリティ対策の徹底 

調査票情報、公表前情報その他の保有する情報を保全し、業務の確実な実施を確保する観点から、 
・ 毎年１回以上、全職員を対象とした情報セキュリティに関する研修を実施 
・ 「独立行政法人統計センター情報セキュリティポリシー」の内容に対する全職員の理解度について、定量的な目標を毎年度設定し、職員の情報セキュリ

ティに関する理解を促進 
・ 平成19年度に認証取得したＩＳＭＳ（ISO(JISQ)27001）に基づくマネージメントシステムを的確に運用しつつ、ＩＳＭＳの適用範囲を拡大 
等の更なる情報セキュリティ対策を講じ、情報セキュリティに関する事故の発生を未然に防止し、情報管理の徹底を図る。 

② 危機管理の徹底 
危機管理体制の点検を毎年度実施し、災害や緊急事態に即応できるような体制を保持するなどの危機管理を徹底する。 

(３) 環境への配慮 
環境保全の観点から、環境への負荷の低減に資する製品の使用を推進するなど環境に与える影響に配慮した適切な対応を図る。 

(４) コンプライアンスの徹底 
業務運営及び公的統計に対する信頼性を確保する観点から、コンプライアンスを徹底する。 
このため、コンプライアンスに対する意識の醸成に向けた研修を実施するとともに、必要に応じて監査を行う。 

(５) 職員の安全・健康管理 
職員の健康の維持・増進を図るため、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）等の法令を遵守し、職員の定期健康診断や産業医による職場巡視、衛生委員会の

開催等を確実に実施する。また、職員の安全管理に関し必要な措置を講じる。 
 

■各事業年度又は中期目標の期間における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

(１) 就業規則の整備等 
 

・ 「独立行政法人の抜本的な見直しに
ついて」（平成21年12月25日閣議決定）
に基づき政府で行われる見直し結果を
踏まえ、就業規則の整備等を必要に応
じて行う。 

東日本大震災のボランティア活動への職員の参加を容易にするため、ボランティア
活動の対象地域や休暇の上限日数の特例を定める人事院規則１５－１６（東日本大震
災に対処するための人事院規則１５－１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）の特例
（平成23年４月13日施行））の制定及び一部改正を行った。 
 



93 
 

(２) 情報セキュリティ対策 
  の徹底 

・ ①全職員を対象とした情報セキュリ
ティに関するｅラーニングを年１回以
上実施し、ｅラーニング実施後に行う
「独立行政法人統計センター情報セキ
ュリティポリシー」の内容に関する試
験において全員が80点以上をとること
を目標とする。 
情報セキュリティ対策については、

内部監査、情報セキュリティパトロー
ル及び自己点検を実施し、着実かつ不
断に情報管理を徹底する。 

・ ②ＩＳＭＳ（ISO(JIS Q)27001）に基
づくマネージメントシステムを的確に
運用しつつ、ＩＳＭＳの継続審査に向
けて、情報資産管理台帳の見直し、リ
スク分析等を行う。 

情報セキュリティ対策として、情報セキュリティポリシーの浸透をより一層深める
ため、統計センター全職員（役員及び非常勤職員を含む。）を対象に、情報セキュリ
ティに関するｅラーニングを５月から６月にかけて実施し、その後、確認試験を実施
（ｅラーニング受講率100％、確認試験 全員が80点以上を取得）するとともに、各種
内部研修において情報セキュリティの単元を設け、講義やｅラーニングを行った。 
また、11月に総務部に対する「情報セキュリティ対策の監査」を、12月に「情報セ

キュリティの自己点検」を、平成24年２月に「情報セキュリティパトロール」を実施
し、情報セキュリティ対策の実施状況を点検するとともに、指摘事項や違反事項につ
いては改善を行い、情報セキュリティの取組の推進を図った。 
ＩＳＭＳ 認証について、平成23年度は、情報資産管理台帳の見直し、リスク分

析、リスク対応、内部監査及びマネジメントレビューを実施し、認証機関から９月に
継続審査を受けて、製表部及び情報技術部について、ＩＳＭＳ認証取得組織として認
証が継続された。 
今後も、定期的に監査等を実施し、継続的にセキュリティマネジメントシステムの

改善に努める。 
 

(３) 危機管理の徹底 ・ ①危機管理体制の点検を年１回以上
実施するとともに、防災の日等の機会
をとらえ、職員の防災に関する意識の
向上に努めるなど、災害や緊急事態に
即応できるような体制を保持し、危機
管理を徹底する。 

・ ②平成23年３月11日に発生した東北
地方太平洋沖地震などの大規模な自然
災害に伴う様々な緊急事態に対し、業
務が継続できるよう機動的に対応す
る。 

・ ③製表業務に用いる情報システム等
については、災害や緊急事態に備えて
バックアップ体制を保持するなど、危
機管理を更に徹底する。 

１ 危機管理に対する対策及び周知 
平成23年３月11日の東日本大震災の発生時の対応状況等を踏まえ、更に役職員が迅

速かつ適切な対応をとることができるよう、「大規模な自然災害又は重大な事件・事
故等に係る独立行政法人統計センターの危機管理の体制及び危機への対応等につい
て」（平成24年２月29日改正理事長決定。以下「危機管理対策方針」という。）及びこ
れに基づく関係要領並びに「地震発生時における行動マニュアル」（平成24年３月１
日危機管理総括担当者決定）の見直しを行った。 
また、大規模な自然災害、重大な事件・事故等が発生し、統計センターの役職員、

総務省第二庁舎、システム機器等の業務を遂行するために必要な機物が相当の被害を
受けても、重要業務をなるべく中断せず、中段してもできるだけ早急に復旧させるた
めに統計センター役職員が取るべき行動をケーススタディとして示した「統計センタ
ー業務継続計画」（平成24年２月29日理事長制定）を新たに制定し、イントラネット
等により職員に周知徹底を図った。 
さらに、危機管理対策方針に基づき、危機発生時に必要な食料、飲料水、衛生用品

等の備蓄を行うとともに、総務省統計局等と合同で総務省第二庁舎の避難訓練を実施
し、緊急地震速報を用いた訓練への参加（12月１日）、防災の日（９月１日）などの
機会をとらえて防災に関する事項について啓蒙を行った。 
その他、新型インフルエンザの集団発生への対策として、平成23年度も前年度に引

き続き独自の対応策を講じたガイドラインに沿い、感染防止に備えた。 
 

２ 業務継続への機動的な対応（製表業務における危機管理） 
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製表業務面においては、経常調査は、被災自治体等の要請による総務省統計局から
の依頼に基づき、東日本大震災の影響で調査困難である地域について、当面の間除外
して集計を行う等の対応を行うことにより、集計は日程どおりに行い、予定どおりの
統計の公表を支えることができた。周期調査も、被災自治体等に要請による総務省統
計局からの依頼に基づき、集計スケジュールの調整等を速やかに行い、また、必要に
応じて被災地域に係る追加集計や集計の前倒し等の対応を行った。 
また、危機管理対策方針に基づき、製表業務を遂行するに際し、危機が発生した場

合における製表業務への影響を最小限に止め、迅速に正常な業務を遂行できるよう、
業務環境の変化や実際の状況等を踏まえ、報告及び連絡体制の明確化等を目的とし
て、「災害時等における製表業務危機管理マニュアル」（平成23年９月１日改正製表部
長決定）の改正を行った。 
 

３ 情報システム等に対する危機管理 
不正アクセス・サイバー攻撃への対策として、統計センターホームページサーバに

ついて、平成23年４月からＤｏＳ攻撃対策を実施している。政府機関等が標的となっ
た標的型攻撃メールへの対応としては、従来から実施しているウイルスチェックに加
え、不審なメールについては受信の有無を調査した上で、メールアドレスをブロック
するなどの対策を行っている。 
製表業務に用いる情報システム等については、システム及びデータのバックアップ

を行い、集計用データについては、災害時等の業務継続、安定的な運用を考慮し、地
震対策設備、電力供給設備や強固なセキュリティ対策が施されているデータセンター
に保管する等、遠隔地へのバックアップも行っている。 
また、大規模停電や計画停電に備え、サーバ等のシャットダウン及び再起動を速や

かに行えるよう作業手順を再確認し、平成23年７月には実施訓練を行った。訓練中に
問題となることは特段発生しなかった。 
 

４ 電力不足への対応 

平成23年度の夏季における電力供給不足への対応については、庁舎を管理する総務

省統計局と連携の下、総務省節電実行計画に基づき、「統計センター節電計画」を策

定し、節電に対する共通の認識と具体的取組について、イントラネット及びメールに

より役職員に周知徹底し、空調や照明等に係る節電対策を確実に実施したことによ

り、削減目標（対前年度使用最大電力値20.0％減）に対し、21.6％（いずれも総務省

第２庁舎全体値）の節電を達成した。 

 また、電力需要の拡大に伴う大規模停電等に備え、経常調査等の製表業務の継続が

図れるよう、統計センターＬＡＮサーバへの電力供給など、最低限必要となる電力確

保策や、独自の節電対策として、蛍光灯の省エネ化の検討を踏まえ、平成24年度の早
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期に実施する予定である。 

(４) 環境への配慮 ・ 国等による環境物品等の調達の推進
等に関する法律（平成12年法律第100
号）に基づき、適正な環境物品の
100％調達を維持する。 
 

「国等による環境物品等の調達等に関する法律」(平成12年法律第100号)に基づ
き、業務に必要な物品等について環境に配慮したものへの転換を促進していくため、
調達計画を企画・立案し、環境物品の調達を100％達成した。 

(５) コンプライアンスの徹底 ・ ①全職員を対象とした公務員倫理に
関する研修を実施し、コンプライアン
ス意識の向上を図る。 

・ ②統計センターの会計処理に係る監
査については、監事監査及び監査法人
による外部監査の実施により、財務会
計の信頼性を確保するとともに、内部
監査に実施により内部統制を徹底す
る。 

 

職員の倫理意識の高揚及び公正な職務遂行の維持を図ることを目的とし、係長等
研修においてｅラーニングによるコンプライアンス研修を実施（受講率100％）し
た。 
また、係長相当職以上の役職員を対象として、「事例で学ぶ倫理法・倫理規程」

（国家公務員倫理審査会）を教材としてｅラーニングによるコンプライアンス研修
を実施した。 
このほか、課長代理相当職以上の役職員及び係長以下で希望する職員を対象とし

て、倫理及びコンプライアンスに関する講演会を１回実施した。 
なお、全職員に向けて、平成23年12月１日から７日までの国家公務員倫理週間に

合わせ、イントラネットに倫理法・倫理規程に関するセルフチェックシート並びに
倫理及びコンプライアンスに関する講演会資料を掲載し、周知した。 
統計センターの会計処理に係る監査については、「内部統制について」の「５ 監

事監査の実施」を参照。 
 

(６) 職員の安全・健康管理 ・ ①職員の定期健康診断や産業医等に
よる職場巡視を実施するとともに、衛
生委員会を定期的に開催することを通
じて、職員の安全衛生や健康管理を推
進する。 

・ ②メンタルヘルス学習ソフトウェア
により、職員のメンタルヘルスの基礎
知識の向上を図るとともに、管理監督
者によるラインケアの向上を図る。ま
た、メンタルヘルス診断ソフトウェア
を用いて、個人診断を実施することに
より、自分のストレスへの気付きと対
処を促すとともに、職場内のストレス
度を把握し、職場環境の改善に資す
る。 

衛生委員会の開催（月１回）、産業医及び衛生管理者による職場巡視（年４回）等
を実施することにより、職場環境の整備及び職員の安全管理を図った。 
また、職員における心の健康づくりの一つの支援策として、職場のメンタルヘルス

の基礎知識向上とストレスへの対処方法、管理監督者の相談対応等について、前年度
に引き続きｅラーニングによる学習を実施し、職員のメンタルヘルス意識向上を図っ
た。 
さらに、職員及び職場のストレス度を把握するため、ストレス診断を平成23年11月

に行い、個人へは、その場で現在の自分のストレス診断結果を提供し、自分のストレ
スへの気づきと対処を促すとともに、管理監督者等には職場ごとのストレス度を集
計・分析した「仕事のストレス判定図」を配布し、より効果的な職場環境の改善に努
めた。 
また、カウンセラーによる職員相談業務を週２回行うことにより、職員が心身共に

健康で勤労意欲を失うことなく職務を遂行できるよう努めた。 
平成23年度において、問題等は特になかった。 
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当該業務に係る事業費用 630千円 当該業務に従事する職員数 815人の内数 

■当該項目の評価   

【評価結果の説明】 
「必要性」： 
「効率性」： 
「有効性」： 

 


